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【標題】

令和s年度法曹連絡協議会の速記録校正について

C) 【決裁事項】

1標記の協議会の速記録について，別添のとおり校正の上，関東弁護士会連合会に

回答してよろしいか。 -WB解紺
2回答案及び配布資料について，管内地家裁（東京地家裁は除く）に情報提供して

よろしいか｡L》稲齢猟叶
【参考】 ” 、

,．標記の協議会の速記録について，関東弁護士会連合会から校正依頼がなされたこと

に対する回答です｡回答後の速記録については，例年どおり 「関弁連会報｣:(s月末発

行予定）に掲載されます。

・東京高裁回答部分については,総務課で回答案と照合し,修文を行いました(校正
の処理方法につき，和波局長御了解済み｡)。

；も東京地家裁回答部分については,各庁に校正を依頼し，当庁あて回答があったもの
です。一括して関弁連に回答.します。

6当日配布資料についても，関弁連会報に掲載することにつき差し支えない旨,あわ

せて回答します｡

､例年,管内地家裁(東京地家裁は送付瀞のため除く)に対し速記録を情報提供し
ています（昨年度は新型コロナ関係議題につき早期に情報提供する趣旨から,速記録

到着前に回答案を情報提供しました｡）が，更問部分も含めて管内地家裁の参考として

もらう趣旨からj今後は回答案を情報提供する扱いとします（校正後の速記録は関弁

連会報に掲載されることを付記します｡)。
・関弁連への回答期限：2月4日 （金）
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2021年度法曹連絡協議会速記録(抄）

日時: 2021年（令和3年) 12月8日 （水）午後3時から

場所：法曹会館2階「高砂j

司会：中野明安（関東弁護士会連合会常務理事・第二東京弁護士会）

出席者

○裁判所

東京高等裁判所 長 官

事務局、 長

東京地方裁判所 民事部所長代行

刑事部所長代行

東京家庭裁判所 家事部所長代行

少年部所長代行

○検察庁

東京高等検察庁 検 事 ． 長

次席検事

東京地方検察庁 検 事 正

次席検事

○関東弁護士会連合会役員

○管内弁護士会役員

○関東弁護士会連合会委員会代表者
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協議事項

議題1－1感染症に関する業務継続計画について

令和3年8月31日付で最高裁判所から下日付で最高裁判所から下級裁判所に対して発出された

｢新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所から下級裁判所に対

する事務連絡について（通知)」では，新型コロナウイルス感染症について，

緊急事態宣言下を問わず，安易な期日取消しなどの対応をしないことを前提

に，マスクの着用，手洗い消毒，体調不良時の対応＃三密回避，手続選択及

び期日指定の在り方など徹底した感染防止対策を講じることが定められまし

た。

これは，新型コロナウイルス感染症のまん延，特に，令和2年4月フ曰に

発令された緊急事態宣言に対応した形で実施された民事事件及び家事事件の
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裁判等期日取り消しにより，国民に多くの弊害が生じ，非常時にこそ警察や

消防などと同じく司法インフラが可能な限り維持されることの重要性が明ら

かになったことの表れであると理解していますが，期日取消しを前提とする

平成2B年6月1日付で最高裁判所が定めた新型インフルエンザ等対応業務

継続計画の改訂はまだ正式には発表されておりません。

今後，東京高等裁判所では，新型コロナウイルス感染症に留まらず，感染

症の流行全般について,可能な限り，司法機能を維持すべく東京高等裁判所
における新型インフルエンザ等対応業務継続計画の改訂を行う予定はありま

すでしょうか。

また，東京高等裁判所における管内裁判所の調整機能を果たすべく，管内

の地方裁判所や簡易裁判所に対しても改訂を促し，管内裁判所の改訂状況を

把握されるご予定はありますでしょうか。

’ （関弁連災害対策委員会提案）

－2首都直下型地震に関する業務継続計画の具体化について

最高裁判所は， ‘平成25年2月27曰に首都直下地震等対応業務継続計画

を定めており，東京高等裁判所においても同様の業務継続計画が定められて

いると理解しております。

最高裁判所の業務継続計画の第6節においては「外部への対応」が定めら

れておりますが， 「関係機関等との間で，大規模地震発生時における連絡を円

滑に行うことができるよう，連絡窓口の交換その他の連絡体制を整備する｡」

と記載があるだけで，具体的な手段や方法は法曹三者で十分に共有化されて

いるとまではいえない状況ですbこれでは，実際の発災時に司法機能に大き

な混乱を生じさせるものと思料します。

新型コロナウイルス感染症により，非常時にこそ司法機能が維持されるべ

きことの重要性は明らかになりましたが， 司法機能の混乱を抑え，早期に司

法機能の回復を行うためには,法曹三者による緊密な連携が不可欠です。

そのため，一般的な業務継続計画の策定から一歩踏み出し,M7の東京湾

北部地震などの具体的な災害を想定し，具体的な職員や建物の被災状況を設

定した上で,裁判所，検察庁，弁護士会が，それぞれとの関わりにおいて，

各機関の機能喪失が互いにどのような影響を与えるか，あるいは混乱を避け

るためにどのような情報交換，情報取得が必要かについて議論し,事前にル

ール作りをする機会を設けることが肝要かと思料しますが，如何でしょうか。

（関弁連災害対策委員会提案）

-S地域の災害事情に沿った裁判所の防災体制

東京高等裁判所は，管内の地方裁判所に調整機能を有していると理解して

議題1

議題1
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おりますが，各地方裁判所では地域の災害事情に沿った裁判所の業務継続計

画の策定はどの程度進んでおりますでしょうか。

例えば，津波が予想される沿岸部に庁舎が集中しており，津波の程度によ

っては，長期間庁舎の禾ﾘ用が不可能となることも想定される地域では，発災

時には津波からの利用者の避難方法や，発災後に内陸部の支部に機能を集約

できるように物的，人的な具体的準備が必要だと思料しますが，各地方裁判

所が出来る限り司法機能を維持できる業務継続計画を策定しているか，ある

いはそれを促進する上で，東京高等裁判所では， どのように調節機能を発揮
されておりますでしょうか。

（関弁連災害対策委員会提案）

【司会（中野明安氏)】 議題1は災害対策に関する議題です。提案委員会である関

弁連災害対策委員会の多湖委員から，議題1－1から議題1－sについて補足説明

があればお願いいたします。

【多湖翔氏（関弁連災害対策委員会委員・神奈川県弁護士会)】 関弁連災害対策

委員会の多湖と申します6きょうはこのような機会を設けていただきましてありが

とうございます。

早速ですが，議題1－1から1－sについては共通の趣旨がございます。 という

のは，昨年1年, コロナで三者非常に大変だったと思いますが，そのとき，司法の

大事さというときに，私は今までよくわかっていなかった， コロナで初めて実感し

た， というところがございます。それまでは,災害あるいは非常時が起きても検察

庁と警察さえ生きていれば大丈夫だろうと思っていたんですが，実際裁判所の機能

も止まってしまって，離婚の依頼者などから｢私の婚姻費用はいつになったら払わ

れるんですか」 とか「債権執行はどうなったんですか」 と聞かれても，裁判所に問

い合わせても申立書がどこに行ったかもわからない状態で， という話をする中で，

｢だったらもう私が直接話をつけちゃいます」みたいなことを言われてしまって，そ

ういった，やはり自力救済を阻止するために司法がちゃんと機能していることが大

事なんだ， ということがありました。同時に怖くなったのは,今後関東大震災みた

いな大規模な震災が起きたときに， コロナでもあれだけ混乱したものが， どうなっ

てしまうのか。法曹三者が力を合わせて司法機能をできるだけ維持すべく調整して

いかなければいけないと思い， 1－1から1－sを議題として提出しました。

以上です。

【司会（中野明安氏)】 多湖委員，ありがとうございます。

この議題について，まず議題1－1から1－3について東京高等裁判所事務局

長・石井様から，また議題1－2については東京高等検察庁次席検事・山元様にご

F
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回答いただけると伺っておりますが，山元様はまだご臨場いただけていないという

ことですので，次席検事･･森本様にご回答いただけると伺っております。初めに石

井様に議題1－1及び議題1－2をご回答いただきまして，次いで森本様から議題

1－2をご回答いただき，その後に議題1－sについて石井様からご回答いただき．

ます°

それでは石井様，議題1－1及び議題1－2についてご回答をよろしくお願いい

たします。 ‘

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】 本年47月から東京高裁事務局長を務

めておりまま石井でございます｡この会は初めての出席となります。どうぞよろし

くお願いいたします。

それでは議題1－1から回答をさせていただきます。

まず初垂童めに，昨年4月の緊急事態宣言下におきまして大幅な業務縮小態勢をと

りました。これは， 当時の感染拡大状況や本感染症及び感染症対策に係る当時の知

見，政府・自治体から地域住民に対する要請の内容，特に人と人との接触を7割低

減する旨の要請があったことなどを踏まえますと， 当時の判断としてはやむを得な

いものでございまして，決して安易な期日取消七などの対応を行ったものではない

ということは申し上げたいと思います。 ，

その上でお答えさせていただきますと，新型インフルエンザ等対応業務継続計画

は，新型インフルエンザ等が発生した場合の業務態勢を定めるとともに，新型イン

フルエンザ等の発生時における業務継続に係る基本的方針，執務態勢の確保，業務

継続計画の発動・運用などについてその基本的な考え方・枠組みを定めたものです。

したがいまして，実際の感染時における業務継続計画の運用,具体的な方針につき
ましては,地域ごとの感染拡大状況や政府･自治体から地域住民に対する要請の内
容，社会情勢等を踏まえて各庁が判断することになります。そして個別の事件の進

行につきましては，諸般の事情を考慮して各裁判体が判断することになるわけです。

事件の進行などについて統一的な対応が必要と考えられる場合には裁判官による申

合せを行うことになるということで字誤，業務継続計画により拘束するものではご

ざいません。また，今般の新型コロナウイルス感染症への対応を今後の新型インフ

ルエンザやそのほかの感染症への対応にそのまま適用すべきものかについては，専

門家による科学的知見も踏まえた検討が必要であると考えております。

したがいまして，東京高裁といたしましては，現時点で直ちに業務継続計画の改

訂定を予定はしておりません。また，管内の裁判所に対して改訂室を促すことも予

定していないところですが，今後の対応につきましては，できるだけ円滑かつ当事

者への影響も少ない方法で対応すべく工夫を重ねていくことが重要でありまして，

最新の科学的知見や弁護士会はじめ関係者の皆様からいただいたご意見を参考にし

’

’

’

’
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て検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。

以上が議題1－1の関係でございます。

引き続きまして議題1－2についての回答ですが，災害対応におきまして，混乱

‘を避けるために検察庁及び弁護士会と情報共有することについては，当高裁といた

しましても重要であると考えております。一方で，個別事件の処理方針を決めるの

は裁判体の判断です。また,管内各庁はそれぞれの庁で定めた業務継続計画に基づ

いて対応を行うことになります。そのため，広域的な被害について統一的な対応を

あらかじめ想定して具体的なﾙｰﾙ学抑-作りをすることには難しい点があること

はご理解いただきたいと思います。なお，東京におきましては三庁大規模災害対策

連絡協議会も開催されておりますので， こうした機会に協議することも1つの有効

な方策ではないかと考えております。また，大規模災害に備えて地家裁管内単位で

’

１
１
情報交換を行い，連携を構築していく必要性も高いと考えておりまして，高裁とい

たしましても引き続き管内各庁にその旨を伝えていきたいと考えております。

以上でございます。

【司会（中野明安氏)】 石井様，ありがとうございます。

続きまして，森本様，議題1－2についてご回答をよろしくお願いいたします。

【森本宏氏（東京地方検察庁次席検事)】 東京地検の森本でございます。本来, ‘

東京高検の山元から回答をすべきところですが，会議で少し遅れております。それ

までの間，私から東京高検管内の実情等について回答させていただきます。

まず，裁判所からもお話がありましたとおり，検察庁といたしましても，首都直

下型地震の大規模災害発生時における司法機関における業務継続は非常に重要なも

のであると考えておりまして，裁判所，弁護士会それぞれと情報交換や情報共有を

していくことが必要だと考えております。例えば東京の場合ですと，先ほど高裁か

らも話がありましたが,東京三庁大規模災害対策連絡協議会が開催されておりまし
て，裁判所は東京高裁，東京地裁，東京家裁が参加され，検察庁も高検と地検が参

加するとともに弁護士会におきましては関弁連，東京三会，法テラスの方等が参加

して，その場で，実際そういうことが起きたときにどうするかということを話し合

っております。私自身も別の職をしていたときに参加したことがありましたが，そ

ういう場で情報交換がなされておりまして，実際に例えば東北大震災のときにどう

したのかとか,そういう場合のことが想定されたらどうするのか些かいう話がなさ

れておりました。そういった場面を通じて今後議論を深めていきたいと思っており

ます。

以上でございます。

【司会（中野明安氏)】 森本様，ありがとうございます。

続きまして，石井様，議題1－sについてご回答をよろしくお願いいたします。
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【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】 では議題1－3についてでございます。

業務継続計画につきましては，各地域の実情に即したものとするため，現在の物

的・人的体制塵蟄， 自治体からの情報，更には他機関の対応なども参考にして各庁

において検討されているものです。現時点で当高裁から各庁の計画について何らか

の調整などをすることは予定していないところですが，台風の接近などにより裁判

事務への影響が想定されるような場合には，事前の注意喚起や裁判事務への支障の

有無を確認するなどして各庁の対応を支援してい・るところでございまして，今後も

引き続きそのような目配りをしていきたいと考えているところです。

以上でございます｡

【司会（中野明安氏)】 石井様，ありがとうございます。提案委員会から今のご回

答について更に追加でご質問等はありますか。どうぞ。 。

【多湖翔氏（関弁連災害対策委員会委員・神奈川県弁護士会)】 ご回答いただき

ましてありがとうございました。

質問というより要望になりますが，議題1－2については，高裁管内，高検管内，

関弁連管内，新潟とか静岡とか山梨とか，北関東全部もそうですけれども，東京だ

けの問題に限らず地方の問題も併せて審議する必要があるところもあるかとは思い

ますので，東京の話は三庁の話し合いだけではなくてもう少し広域の大枠部分もも・

しよろしければ検討していただきたい， という要望になります。

あと，議題1－sについては， これは問題意識としては，中央集権化，分散化,

という問題なんですね。弁護士は分散化の極たるもので，散らばっていますから，

例えば地震が起きたとしても全員機能喪失することは多分なくて，誰かしら必ず業

務ができる状態であると思いますが，裁判所や検察庁は中央集権されているので，

例えば本庁が全部倒壊してしまったときに，支部がバックアップできるのかとかい

った問題意識があります。例えば私は横浜地裁ですけれども，横浜地裁は実は相模

原支部以外は全部海際にあるので，津波が来たら多分全部被災します。ハザードマ

ップを見ても，小田原は若干高いですが本庁とﾉ11崎と横須賀はまず間違いなく難し

い。そういう問題もあって地裁は大丈夫かなと思ったりもするので，引き続き今後

も地方の実情に最も合った業務継続計画策定にご尽力いただければと思います6

以上です。

【司会（中野明安氏)】 多湖委員，ありがとうございました。広域災害ということ

ですので，関弁連の議題とするには非常に適切なお話かと思います。私が災害対策

委員会の委員だからということで言っているわけではなくて，まさにそういう適切

な回答や協議だと思いますので，引き続きよろしくお願いいたします。ありがとう

ございました。

そのほか，何かご質問等ございますか。

’

-6．



なければ，本議題については終了させていただきます。

議題2昨年12月25日，第5次男女共同参画基本計画～すべての女性が輝く令

和の社会へ～が閣議決定されたところである。そこで，裁判所及び検察庁に

おける男女共同参画，出産・育児期間中の職員に対する支援，ハラスメント

対策すべての性の平等，等に関する具体的取り組み及びその成果と問題点，

今後の課題等について，提案理由記載事項を中心にご教示いただきたい。

（関弁連男女共同参画及び両性の平等推進に関する委員会提案）

【司会（中野明安氏)】 議題2に入ります6議題2は，裁判所及び検察庁における

男女共同参画への取り組みに関する議題です。提案委員会である関弁連男女共同参

画及び両性の平等推進に関する委員会の佐藤委員長から，補足説明があればお願い

いたします。

【佐藤正知氏（関弁連男女共同参画及び両性の平等推進に関する委員会委員長・神奈

jll県弁護士会)】委員長の佐藤正知でございます｡特に補足すべきことはございま

せん。よろしくお願いいたします。

【司会（中野明安氏)】 では， この議題について，東京高等裁判所事務局長・石井

様及び先ほど来ご回答いただいております東京地方検察庁次席検事・森本様からご

回答いただけると伺っております。

初めに石井様，ご回答をよろしくお願いいたします。 ‘

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】議題2の関係ですが，裁判所では，国

全体の積極的な取与組みとして, ． ｢女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律」により数値目標の設定を含む特定事業主行動計画の策定が義務づけられたこと

に伴いまして， 「裁判所特定事業主行動計画」を策定・公表しておりますb東京高裁

管内の裁判所におきましても， この行動計画に基づいて，子育てや介護を担う男女

を含む組織全員が力を最大限発揮できるように女性の活躍や推進に取り組んでいる

ところです。

取与組みの成果等につきまして，提案理由にお書きいただいた事項を中心にご説

明いたします。

まず女性比率ですが，裁判所全体における数値をお答えいたしますと，一般職に

関する昨年の採用者に占める女性の割合は，約64. O%です。昨年の一般職全体

に占める女性の割合は，書記官が約S6. 2%,家裁調査官が約55. 7%,事務

官が約44． 5％となっております。一般職の採用につきましては，男女の偏りな

く募集パンフレットへの掲載や業務説明会などへの派遣を行うなど， きめ細やかな

実効性のある広報活動などを推進しているところです。

’

’
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続いて裁判官ですが，裁判官の昨年の採用者に占める女性の割合は，約26．

7％でありまして，昨年の裁判官全体に占める女性の割合は約2.3. 0%となって

おります。判事3号以上の判事に占める女性の割合につきましては，そのような統

計をとっておりませんので把握しておりません。また，判事は一般職国家公務員に

おける指定職俸給表適用者に準じた取扱いを受けておりますが，判事に占める女性

の割合は約24． 7％となっております。裁判官の各役職段階に占める女性の割合

の成果目標についてご指摘過質固がございますが,裁判所といたしましては，裁判

官としてふさわしい資質・能力を備えた方については，男女を問わずできる限り任

官してもらい，男女ともに裁判官どして活躍できるようにすることが重要であると

考えております5

続きまして一般職に戻りますが，一般職の管理職員に占める女性比率につきまし

て, こちらも裁判所全体における数値をお答えいたしますと，最高裁の課長相当職

以上につきましては約15． 6％，下級裁判所の課長,最高裁判所の課長補佐相当

職につきましては約29. 0%となっております。一般職における女性職員の職域

拡大，計画的な育成などのために，研修や試験の実施にあたって，育児等の家庭事

情を抱える女性職員なども参加あるいは受験しやすいよう配慮したり，幹部職員か

ら各種研修や事務打合せなどの機会を通じて，裁判官及び管理職員をはじめとする

全ての職員に対し女性職員の活躍に向けた取与組みの重要性などについて意識啓発

を行うほか，採用間もないころから継続的に各種研修等において，先輩職員の活躍

状況や経験談などを紹介する機会を設けるなどしているところでございます。

以上でございます。

【司会（中野明安氏)】 ありがとうございました。

続いて森本様。ただいま山元様にご臨場いただきましたが，先ほど森本様にお願

いしましたので，森本様にお願いします。

【山元裕史氏（東京高等検察庁次席検事)】 遅れまして申し訳ありませんでした。

本来私の仕事となっておりますので，私からご回答させていただきます6

【司会（中野明安氏)】 失礼いたしました｡よろしくお願いいたします。

【山元裕史氏（東京高等検察庁次席検事)】 それでは，議題2についての検察庁と

しての回答をさせていただきます。

第5次男女共同参画基本計画を踏まえた具体的な取り組みですが，庁内では女性

検察官の活躍を説明会等の場で積極的に情報発信するなどしておりまして，まずも

って女性検察官の雇用拡大に向けた取り組みを行っておりますb更に種々の配慮と

しては，育児休業中の検察官に対して，職務に関する情報提供を随時行うようにし

て情報が切れないようにしております。また，育児休業中に研修を受講できなかっ

た者が生じるわけですが，そのような者については，復帰後に研修の機会を付与す

’

’
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ることによって計画的な検察官としての実力育成・酒養等にも努めております。更

には，子育て中の検察官の継続就業がスムーズにいくように考えておりまして，育

児休業中の者が保育所の確保を必要とする場合には,異動先の内示を可能な限り早

期に実施するとか，あるいは勤務先周辺の保育所等に関する情報提供を行うなど，
仕事と家庭の両立支援という施策も推進しております。

また，法務省・出入国在留管理庁・公安審査委員会・公安調査庁，特定事業主行

動計画（通称「アット・ホウムプランープラスONE－｣）に基づきまして，育児休

業配偶者出産休暇，育児参加休暇等の各種休暇制度の周知に努めておりまして，

それぞれの取得を推進・促進するようにしております。更に，早出・遅出勤務の活

用等によりまして個々の事情に応じた柔軟な勤務を可能とするなど，男女問わず働

きやすい職場環境とするための各種取り組みを行っております。

その上で東京地方検察庁としての取り組みをご紹介いたしますと， ワーク・ライ

フ・バランスの実現に向けた取り組みとして毎週水曜日に， ワーク・ライフ・バラ

ンスという観点から一斉定時退庁を進めているわけですが，及び毎月19日の「育

児の日」以外に毎定時退庁日を月1回設定して定時に退庁する取り組みを進めてい

ます。更に早出・遅出勤務とテレワークを合わせて半年で10回以上こういうもの

を実施しましょう， という取り組みも行っています。また，職員の健康の保持・促

進と心身のリフレッシュを図るため，年度当初には年次休暇を計画的に取得するよ

うにも職員に周知をしております。

引き続き，役職者に占める女性の割合等についてもご説明をさせていただきます。

初めに職員数に占める女性の割合ですが，概数で申し上げますと，検事のうち約

26％,‘副検事のうち約4％余り，双方を合わせた検察官の女性の割合は約20％

です。他方，検察事務官については約26． 5％となっています。

次に，採用者に占める女性の割合についてですが，令和2年度の数値をご紹介し

ますと，検事は令和2年12月採用の73期に占める女性の割合は約36％であり

ました。他方，検察事務官については，令和2年度の一般職試験採用者に占める女

性の割合は43． 6％です。副検事につきましては,副検事選考試験に合格した者

が任官者のほぼ全体でありまして，検事や検察事務官での採用者に占める女性割合

という点ではやや性質の異なる面があるとは考えておりますが，令和2年度の1次

試験免除者を含む副検事試験の受験者数は
’

■｡本年度における指定職相当以上の検事(一般職国家公務員における指定職俸給
表適用者に準じた取扱いの検事)の女性の割合は約21． 2％，また,検察事務官

の各庁における課長職相当以上の女性の割合は約9． 6％，約1割です。

検事につきましては，第5次男女共同参画基本計画では, 2025年末までには

－9‐



I

検事に占める女性の割合をSO%とするという成果目標が設定された一方，検事は

一般の国家公務員のような役職段階（指定職相当や課長相当職）が設けられており

ませんので，役職段階別の成果目標は設定されていないものと承知をしております。

他方，検察事務官につきましては，法務省の成果目標に基づいて各役職段階におけ

る目標値を設定しておりまして，具体的には2025年末までに指定職相当に占め

る女性の割合を8％，本省課長職相当職に占める女性の割合を10%,地方機関課

長，本省課長補佐相当職に占める女性の割合を17％，本省係長相当職に占める女

性の割合をSO%とする目標値が設定されているところです。これらの目標値は，

第5次男女共同参画基本計画で定められた成果目標と同じです。

続けて提案理由の第3ですが，出産・育児期間中の職員支援です。東京高検，東

京地検と分けてご説明したいと思いますが，検察庁では仕事と家庭の両立支援制度
の利用を促進しており，男女問わず職員の状況に応じたきめ細かい対応や配慮を行

うことによって全ての職員が活躍できる職場環境の整備を図ることを目的として

様々な取り組みを行っています。その一環として，人事担当者や管理職員が職員ま

たは職員の配偶者の出産・育児に係る状況や仕事と家庭の両立支援制度の利用状況，

更には利用希望などを把握して，職場における配慮や個別に利用できる両立支援制

度の説明を行うための育児シートを活用するようにしています。

また，男性職員の育児に伴う休暇・休業の計画的な取得を促進するため，男性職

員の育児に伴う休暇・休業等取得計画兼フォローシートも活用しておりまして，子

どもの出生が見込まれることとなった場合には，育児に伴う休暇。休業等を合計し

て30日以上取得できるよう計画を立てて，男性職員がその計画に沿った休暇等を

取得できるよう取り組んでいます。

また，育児休業中の職員に対するサポート体制としては，あらかじめ連絡担当者

及び休暇・休業中に提供を希望する情報について本人の意向を確認するようにして

おります。そして，その担当者から定期的な情報の配信を行うようにしています。

また,本人が希望する場合には,各庁が実施する研修・勉強会・講演等に育児休業

中等であっても参加できるよう実施予定等について連絡を行っています。更に管理

職員は，育児休業中職員等が円滑に職務復帰し仕事と育児を両立しながら活躍でき

るよう育児休業等取得時及び復帰前更には復帰時において個別の面談を実施する

ようにしておりまして, この面談において本人のキャリアプランに関する意向を確

認するとともに復帰後の働き方についての意識の共有も行っています。

もう1つ，東京地方検察庁での取り組みについてご紹介したいと思います。

どうしても休暇･休業中の職員は職場との関係が希薄になって職場訪問を晴曙す

る，顔を出すことを濤曙する。更には職員同士の交流も少なくなって情報の入手が

しにくい状況に置かれたという実情を把握した等々のことを踏まえて，次のような
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取り組みを行っています。 1つ目は，プレイデートという施策を実施しています。

これは平成27年度から令和元年度まで，年に1回または2回，気軽に職場訪問し

てもらえる雰囲気を醸成し，育児休業中等職員同士の交流，更に職場復帰に向けた

情報交換を行うことを目的に，子連れで情報交換会を行うものを「プレイデート」

と称して，子ども同士を遊ばせて親同士が時間と場所を決めて会う。子ども同士を

遊ばせつつ親もいろいろ情報交換をしましょう， というものとして行っております。

プレイデートは，子どもの体調にも配慮して途中参加及び途中退出も自由ですし，

一堂に会する機会を利用して子育て中の職員のための座談会なども開催しておりま

す。ただ，新型コロナウイルス感染症の影響によりまして令和2年度のプレイデー

トの開催は見送っておりますし，今年度も同様の理由から集まっての開催は見送る

こととしました。もっとも，育児休業中等の職員同士の交流や情報交換を行う場所

の提供ということではプレイデートの開催は好評であったことから，今年度はオン

ラインによる交流会という形で11月に2回開催をいたしました。

更に東京地検では次のような取り組みを行っております。

アドバイス集を配付すること，更には育児休業中等の職員の業務に必要な私物に

ついて，従前は自宅に持ち帰る，復帰時にまた持って来るということで負担をかけ

ていたわけですが,．これをスムーズにするために職場で一括保管をする。本人の同

意を得て保管する。更に管理職員等による面接を行って，育児に関する制度の説明

や負担軽減措置などの確認，定期的な状況の確認等を行っています。また，休業中

の情報提供としては， どのような情報を休業中に希望するかを事前に確認した上で，

期間中に随時提供しています。更に，先ほど言いましたような職場訪問等の機会を

そのほかにもつくっておりますし，復帰時にはサポートプログラムを作成して種々

の機会を提供しています。男性職員についても，子どもが生まれた男性職員の1カ

月以上の休暇・休業の取得を促進しているところです。 ・

第3については以上です。

提案理由の第4，ハラスメント対策についても検察における取り組みをかいつま

んでご説明したいと思います。

東京高検では苦情相談体制として相談窓口が各庁に設定されているわけですが，

相談員が苦情相談を受ける対象は所属庁とか管内検察庁の職員のみでありまして，

職員以外の者からの相談等は基本的に対象としておりません。昨年度,東京高検と

管内地検の相談窓口で受理した相談件数は合計8件でした。相談を受理した庁にお

いて加害職員及び被害職員の聴き取り調査を行ってハラスメントの事実が認められ

た事案について配置替えや種々の対応をしておりまして，いずれも対応いたしまし
た。ハラスメントの相談窓口やアンケート等による把握等については，相談件数を

個別・具体的に把握はしていませんが，職員と面談等をする機会には必ず，ハラス
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メント被害の有無やハラスメントを第三者として見聞きしたことがないかを確認す

ることを徹底しています｡また，相談者が窓口を利用しやすくするために，面談，

電話電子メール，手紙適宜な方法で相談ができますし，相談内容については，

被害を受けた職員のものからに限らず，他の職員に対するハラスメントを目撃した

第三者からの相談，更にハラスメントかどうか想像がつかない内容も含む幅広い相

談を受ける体制を整備しております。

他方，東京地検における具体的な工夫等をご紹介しますと．，法務省からの通達等

が出されておりまして，相談員を置いているわけですが，高検,最高検，法務省，

人事院に対しても相談が可能であるという体制になっておりまして，常勤，非常勤

を含めた職員向けの窓口としています。また，相談員は男女別・官職別に指名して

おり，心理的ハーFルを下げて申告がしやすいように若手職員も相談員に選定する

など,窓口については種々の体制を整えています。また,管理職においては，面談

時に,先ほど高検でもお話ししましたように有無を確認しておりますし，面談の機

会に相談ができる場にもするようにしています。庁として重点目標にハラスメント

防止を盛り込んでおりますし，ハラスメントに関するDVDを視聴して意見交換会

を行う参加型の研修，更に組織としてハラスメントを許さないという風土を構築す

るための環境整備等に取り組んでいます。また，職員以外の者からの相談窓口につ

いては，東京地検の窓口は職員以外の者からの相談は対象とはしていませんが，最

高検においては検察庁職員に対する公益通報窓口あるいは監察指導部の情報提供窓

口が設けられてこれらが活用できるようしております。

処理状況については，各種事案については事実関係を確認し，ハラスメント行為

者に対する指導・監督その他人事上の措置について対応しています。相談があった

案件の処理としては原則，ハラスメント相談員や監督者から苦情相談への対応結果

について適宜な方法により相談者と被害者本人に通知をしています。アンケート等

については,東京地検では特に実施しておりません。

第5jすべての性の平等についての取り組みということですが，東京高検では新

規採用者に対して男女共同参画の推進やハラスメントの防止に関する研修を実施し

ており，研修においてセクシュアル・マイノリティ （性的少数者）に関する偏見に

基づく言動等もセクシュアル・ハラスメントに該当することなど，種々の指導をし

ています。また，全ての性の平等，ハラスメントの防止に関する取り組みとしては，

内閣人事局の主催するハラスメン鵬防止に関するeラーニング講習，また法務省と

して毎年度1回，職員全員参加型研修を行うなど，理解を深めるための取り組みを

行っているところです｡加えて東京地検では，セクシュアル．マイノリテイを含め

た全ての性の平等に関するハラスメントを防止するための対策として，ハラスメン

卜に関する苦情相談体制において苦情相談を受け付けることとしておりますし，ハ

（

』
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ラスメントに関する資料を職員に周知して防止の啓発を行っています。また，人事

院規則におきまして性的指向や性自認を「からかい」や「いじめ」の対象とするこ

ととあり， これらの言動はセクハラの言動の対象ともなり得ると例示されています

ので， これらの「からかい」や「いじめ」についてもセクハラ相談の対象としてい

ます。これらの規則を受けて，ハラスメントの対策，相談，対応研修においては，

このような事例も相談対象であることを周知しているところです。

以上，駆け足になりましたがご紹介をさせていただきました。

【司会（中野明安氏)】 山元様，詳細なご説明ありがとうございました。

石井様のご説明，山元様のご説明，いずれも詳細にご説明をいただきましたが，

提案委員会から今のご回答について更にご質問などございますか。

【佐藤正知氏（関弁連男女共同参画及び両性の平等推進に関する委員会委員長・神奈

川県弁護士会)】 時間が限られておりますところ大変恐縮ではございますが，裁判

所におかれましては，提案理由の第3以下について， もしご回答がございましたら

よろしくお願いいたします。

【司会（中野明安氏)】 それではよろしくお願いいたします。

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】失礼いたしました。私の回答は提案理

由の第2までで止まっておりましたので,第3以降につきましてご説明させていた

だきます。

まず第sの,出産・育児期間中の職員支援ですが,一に出産・育児と仕事との両立支

援制度に関するハンFブックj一というものを全職員に周知して，いつでも見られる

ようにしております。ま･た，取得対象となる裁判官・一般職には個別にこのハンF

ブックを配付することもしておりますし，管理職員に対しては，研修等の機会に育

児・介護中の職員への配慮の必要性，本人が抱える事情の把握の重要性を説明する

などして，育児・介護の事情を抱える職員が両立支援制度を活用できる職場環境の

整備に努めているところです。

また，育児休業中や復帰時に職務関連情報を提供したりL_復帰時に研修等を実施

したりするなど，育児休業を取得した裁判官9一般職の円滑な復帰に向けたフォロ

ーアップ体制態勢の充実にも努めております。更に，出産・育児期間中の職員に対

しては個別の面談などを通じて育児等に係る状況を適時に把握しているほか，男性

の裁判官・一般職の育児に伴う休暇・休業の計画的取得を推進するため,上男性職員

の育児に伴う休暇・休業等取得計画書兼フォローシート」を整備して活用しており

まして，子の出生が見込まれることとなった場合には，対象となる男性職員の希望

を踏まえ，育児に伴う休暇・休業等を合計してSO日以上取得することを目途とし

て計画を立て，その計画に沿った育児休業,配偶者出産休暇,育児参加のための休
暇などが取得できるよう組織として取り組んでおります。

’

１
１

’
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第4のハラスメント対策につきましてですが，裁判所では,セクハラに限らず妊

娠。出産．育児・介護に関するハラスメンﾄ及びパワハラを含めた各種ハラスメン

ト全般に関する相談窓口を各庁に設置しているほか，最高裁に設置している相談窓

口の相談員は全国から,東京高裁に設置している相談窓口の相談員は管内全体から

の相談を受け付けるという体制をとっています｡管内の令和2年1月～12月のセ

クハラ相談．通報件数は14件，パワハラ相談・通報件数は18件でありまして，

いずれも相談があった場合には速やかに対応していまず。

相談員に苦情申も出があった場合の具体的な対応ですが，相談者の希望する性の

相談員を含む複数の相談員が面談をして， まずはお話を伺一うす弓L~相談者の心情に

配慮しながら相談内容に応じて助言をしたり，関係職員から事情聴取をするなどし

て事実調査を行います。ハラスメントの内容によっては，職場監督者の指導により

職場環境改善を図る百二行為者を直接指導する言L人事上の措置をとる， ということ

もございます。また，職員に対するハラスメントの実態調査アンケートは実施して

おりませんが，相談窓口について相談者が禾I用しやすいようにするための工夫とし

て，各種ハラスメントに関するQ&Aを全部署に備え付けているほか,相談員を庁

内ホームページに常時掲載し，異動時‐里異動期においては相談員の再周知を図って

おります。

第5の，すべての性の平等についてですが，裁判所では，最高裁判所事務総長通

達におきまして，全職員に対し各種ハラスメントの防止を周知しております。同通

達で引用している「セクシュアル且ハラスメントをなくすために職員が認識すべき

’

’

１
１
１
事項についての指針」の中で，職員全員が認識すべき事項として，性的指向や性自

認を「からかい」や「いじめ」の対象としたり，性的指向や性自認を本人の承諾な

しに第三者に漏らすことはハラスメントになり得るものとして注意喚起をしていま

す。裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判童職員に対する研修を実施する際には，

この点も踏まえた各種ハラスメントの防止に関する事項を含めるものどしておりま

して，特に新たに採用された職員及び初任の監督者に対する研修の際には，必ず各

種ハラスメントの防止に関する事項を含めて実施をしています｡また，裁判官の研

修を担当する司法研修所では,DV'セクハラ，女性壬差別撤廃条約等への裁判官

の意識を高めるために，国際人権問題を専門とする大学教授等を講師として招き各

種講演等を実施しているところです。

以上でございます。

【司会（中野明安氏)】 '石井様，ありがとうございました。ただいまのご回答につ

いて，提案委員会から何かご質問等ございますか。

【佐藤正知氏（関弁連男女共同参画及び両性の平等推進に関する委員会委員長・神奈

川県弁護士会)】 詳細な説明ありがとうございました。

’

’
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【司会（中野明安氏)】 それでは議題Bに進みたいと思いますが，実は我々のほう

で予定していたのは,議題2については10分程度でご説明いただけるものかと思

っておりましたが,.SO分ほどご説明をいただいたという状況でございます。この

後2時間の中での進行ですので，できれば皆様にご協力を頂戴したいと思います。

よろしくお願いいたします。

議題3－1 財産開示手続の運用について

令和元年改正民事執行法（令和元年法律第2号，以下「改正法」という｡）

下の財産開示手続の運用状況に関し，以下の点を伺いたい。

（1）令和元年4月1日の改正法施行後の財産開示義務者の不出頭・虚偽陳述

を理由とする告発件数及び起訴件数（うち，懲役刑の件数及び罰金刑の件

数）

（関弁連消費者問題対策委員会提案）

議題3－2財産開示手続等の不動産評価の疎明資料について

財産開示手続及び第三者からの情報取得申立手続で,事前に競売申立を行

っていない場合の不動産評価の疎明方法について，固定資産評価証明書，公

課証明書又は不動産業者の査定害以外の簡易な疎明方法がないか。

（関弁連消費者問題対策委員会提案）

【司会（中野明安氏)】 議題3－1及び議題3－2は，財産開示手続に関する議題

です。提案委員会である関弁連消費者問題対策委員会の白井委員から，議題3－1

及びB－2について補足説明があればお願いいたします。

【白井晶子氏（関弁連消費者問題対策委員会委員・第二東京弁護士会)】 ございま

せん。よろしくお願いいたします。

【司会（中野明安氏)】 この議題については，議題3－1を東京高検次席検事・山

元様から，議題3－2を東京地方裁判所民事部所長代行・江原健志様からご回答い

ただけると伺っておわます｡

初めに山元様，議題3－1についてご回答をお願いいたします。

【山元裕史氏（東京高等検察庁次席検事)】 議題3－1は，令和元年改正民事執行

法（令和元年法律第2号）の下の財産開示義務手続の運用状況に関して，令和元年

4月1日の改正法施行後の財産開示義務者の不出頭3虚偽陳述を理由とする告発件

数及び起訴件数（うち，懲役刑の件数及び罰金刑の件数)， というご議題になってお

りますが，検察庁におきましては, これらの規定の不出頭・虚偽陳述等に具体的に

フォーカスを当てた観点での統計がとられておりません。 したがいまして， これら

の件数についてお答えすることは困難です。申し上げられるとすれば， これらの該

・15．
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当事案が発生した場合には個々の事案に応じて適切に対処している， と言うほかな

いといいますか, もちろん事案の実態を踏まえて適切に対処することになるんだろ

うと思っています。

以上です。

【司会（中野明安氏)】 山元様，ありがとうございます。

続きまして,江原様，議題3－2についてご回答をよろしくお願いいたします。

【江原健志氏（東京地方裁判所民事部所長代行)】 ありがとうございます｡東京地

裁の民事部の所長代行をしております江原と申します6どうぞよろしくお願いいだ

します。議題s－2の回答について私からご説明させていただき.ます･

議題3－2のご指摘ですが，民事執行法の20S条の1項, 206条の1項,2

07条の1項の規定による第三者からの情報取得の申立て，あるいは同法の197

条1項2号の規定による財産開示の申立てをﾆｳﾆ室』ﾕきる場合におきまして，民事執存

法-14二条-]-項-号同号に該当する斗ときJ一という要件に当たることを証する書類と

して, 当庁民事執行センター（民事第21部執行部）が実務の運用どして求めてい

る財産調査結果報告書の添付書類について問うものと解されます。この財産調査結

果報告書の書式あるいはその添付書類については当庁のウェブサイトでも利用者へ

のご案内をしておりまして，そのご案内の中で， この要件とされている「知れてい

る財産に対する強制執行を実施しても， 申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ら

れないこと＋の疎明」 として，債務者の住所地等の不動産が債務者の所有である場

合について2－ご指摘の固定資産評価証明書等を添付していただくように記載してい

るところです。

もつとも,ユ不動産業者の評価書弓_二査定書上及ぴよ固定資産評価証明書弓-2_公課証

明書上と並びまして， 「その他ﾕｰ債務者所有の不動産に競売手続をして迫戸無譲与遡

金であることを疎明する文書｣_を記載して挙げておりますとおり，ご指摘の各書類

’

’

はいずれも例示にすぎないものでございまして，特定の書類に限定しているという

趣旨のものではございません。実際にも，同一のマンション卿惇内の他の区分建物

の売出価格についてのインターネット上の資料など，ご指摘の固定資産評価証明書

や不動産業者の査定書等以外の書類を疎明資料として申し立てられたという例も見

受けられる,ところです。法律上定められた疎明の資料であるため，執行裁判所にお

いて当該書類により執行法の197条1項2号に該当する旨の心証が得られるもの

であれば足りま一七毛，特定の書面に限定されるものではもとよりございません。確

’

１
１
かに地方税法及びその委任命令が規定している固定資産評価証明書等の交付を受け

ることができる者には，情報取得あるいは情報開示の申立てをする者は含まれてい

ませんし，また星不動産業者の評価書等についてもご指摘のような事情があること

は理解することができますが，他方,民事執行法の規定によって申立ての要件とさ
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れているものですから,何らかの書類によって疎明をしてもらうほかなく，代理人

の皆様の実務上の工夫を期待したいと考えておりますので,何とぞよろしくお願い

申し上げます｡

以上でございます。

【司会(中野明安氏)j 江原様，ありがとうございます。これまでの山元様,江原

様のご回答に対して，提案委員会から更にご質問等はございますか。

【白井晶子氏（関弁連消費者問題対策委員会委員・第二東京弁護士会)】 少し時間

が押しているということですので，質問ではなく一言だけ短くさせていただきます。

固定資産評価証明書公課証明書については法律上とれないことが明らかになっ

ているので， これを定型書式にのせていることは無駄なトラブルのもとになるので

はないかと思います。その辺はご考慮いただいたほうがいいのではないかと思って

いるところです。よろしくお願いいたします。

【司会（中野明安氏)】 ほかにどなたかご質問ご意見はございますか。

よるしゆうございますか｡それでは議題3は終了させていただきます。

議題4家事調停事件における日本語に通じない当事者に対しては，相手方の意向

に関係なく調停期日への通訳人の立ち会いを認めて頂きたい。

‘(関弁連外国人の人権救済委員会提案）

【司会（中野明安氏)】 続いて議題4に入ります。議題4は，家事調停事件におけ

る通訳人立会いに関する議題です。提案委員会である関弁連外国人の人権救済委員

会の出井委員長から補足説明があればお願いいたします。

【出井博文氏（関弁連外国人の人権救済委員会委員長。長野県弁護士会)】 手短に

お話しさせていただきます。

外国人の人権救済委員会ということで，入管，難民あるいは多文化共生，司法ア

クセス，行政アクセスという問題を扱っております｡司法アクセスという点に関し

ては，近時の外国人増加の状況に伴い，根本的な手続のあり方，裁判所の窓口案内

から始まって，その手続に関して全般を議論する必要があろうかと思います。その

ような中で，直近で生じた案件に関してここで質問をさせていただく次第です。レ

アケースだと思いまずが，通訳人立会いに関して若干の困難があったというご報告

がありました。特に家事調停ということになりますと，調停前置から始まって紛争

解決に至る手続の問題があります。相手方は日本の方が多いということで，相手方

の紛争解決に対する期待も含めて，それから通訳人の確保に我々が尽力しているこ

とをぜひご考慮いただいて，この点スムーズにやっていただきたい， というご質問

です。よろしくお願いします。

‐17‐



.【司会（中野明安氏)】 この議題については，東京家庭裁判所家事部所長代行・細

矢様からご回答いただけると伺っております｡細矢様， よろしくお願いいたします。

【細矢郁氏（東京家庭裁判所家事部所長代行)】 東京家裁の細矢と申します。よ

ろしくお願いいたします6

今ご設問にあ斗窪-したゑ通訳人は，正式な選任手続を経た通訳人ではなく当事者

が連れてくる事実上の通訳人を指していると思います。実際二調停の現場では， 日

本語に通じない当事者の方が友人，親族の方などを通訳人としてお連れｲﾆ房挙る.てく

且ことば運，費用等の点においてもメリットがあると思われ崇弓翰二写ることから

比較的多く見られるこ-どようでございます。このような場合，裁判訴戸調停委員会

としては』_他方当事者の意見を聞くようにはしておりますが，仮に他方の当事者が

反対の意見を述べた としても，それだけを理由に通訳人

としての立会いを認めないという扱｣△ことはしておりません。通訳の必要性や事実

上の通訳人の属性，当該事案における立場やそれまでの関わり等を総合考慮し，相

当性について判断して↓全る-こｮと-に拳おります。

なお，事実上の通訳人に対しては一事前に，あくまでも通訳のために立会いを認

めるものであること， もし不適切な言動があった場合には退席していただくことも

があることを説明しております。なお，当事者に通訳が必要であるというご事情や

事実上の通訳人を同行する予定があるということなどは，事謝こ裁判所に対して事

迩ご連絡いただけますと一その後の進行において乳双方当事者，裁判所雨寿にと

って円滑に手続が進むことになりますので，＝ご協力いただけると有り難いと

思います。 ．どうぞよろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

【司会（中野明安氏)】 細矢様，ありがとうございます｡提案委員会から今のご回
答について更にご質問等ございますか。

【出井博文氏（関弁連外国人の人権救済委員会委員長・長野県弁護士会)】 結構で

す。

【司会（中野明安氏)】 ほかの皆様からご質問，ご意見等はございますか。

よるしゆうございますか｡それでは議題4についてはこれにて終了とさせていた

だきます。

■■■

議題5裁判員裁判における遠隔地間のビデオリンク方式の証人尋問手続（刑事訴

訟法第15う条のe第2項4号）について，専門家証人の場合，証人がパワ

ーポイント資料等を使用・提示を前提に準備するケースがあるが，その対応

状況。及び， このような専門家証人の場合における，裁判所側カメラの撮

影・操作についての工夫等あれば，情報提供・意見交換をお願いしたい。
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(静岡県弁護士会提案）

【司会（中野明安氏)】 続いて議題らに入ります｡議題5は，裁判員裁判における

ピデオリンク方式の証人尋問手続に関する議題です6提案会である静岡県弁護士

会・高木副会長から補足説明があればお願いいたします。

【高木登氏（静岡県弁護士会副会長)】 簡単に補足させていただきます。この議

題は主に医師の尋問を念頭に置いております。新型コロナ問題以降，病院の運用な

どによって県域をまたいでの移動は難しいということで， リモートのピデオリンク

で主尋問が実施される場合があります。こういう場合に，医師の場合は大体スライ

ド資料などを用いるんですが，ズーム(Zoom) ミーティングにおける共有モードみ

たいに両方出すことが機材上なかなか難しいということを聞いたことがありまして，

その辺に対して何か対応とか機材の更新などがあれば教えていただきたいと思いま

す。

もう1点は，尋問の状況について，例えば裁判員の方がうなずいているとか眠そ

うにしているとかいうことによって理解度が推し量れる場合がありますが，答えて

いる方はそれが見えないということでやりづらさを感じる場面があるのではないか

と思いましてこの点についてもお伺いしました。裁判員裁判ではわかりやすい審理

が求められていることから， こういった点についてどのような対応をしているか教′

えていただきたく思います。

以上です。

【司会（中野明安氏)】 高木副会長，ありがとうございます。

この議題について，東京地方裁判所刑事部所長代行・永渕様からご回答いただけ

ると伺っております。永渕様， よろしくお願いいたします。

【永渕健一氏（東京地方裁判所刑事部所長代行)】 東京地裁刑事部の所長代行を務

めております永渕と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

この議題につきまして東京地裁本庁，それから立川支部の実情を少し調べてみま

したが，ご出題のように構外ピデオリンクを使用して専門家証人の証人尋問をいわ

ゆるプレゼン方式で実施したという実例はちょっと把握ができませんでした。では，

今度は機器の仕様のほうはどうかということですが，いわゆるプレゼン方式による

証人尋問において証人が使用するパワーポイントの映像などを裁判体のモニターに

表示することは，ケーブルでつなぐなどの作業が必要ではあるものの』_機器の仕様

上は可能です。また，証人側のモニターにどのような映像を表示するかについても，

もちろん機器の仕様上の制約はあるわけですが←幾つかの選択肢があるようです。

いずれにしましても，裁判体として構外ピデオリンクの機器をどのように活用す

るかは，仕様上の制約の中で一検察官及び弁護人のご意向も踏まえまして，裁判員

１
１
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補充裁判員を含む裁判体の心証形成のしやすさ，いわゆる補充尋問を含めて尋問者

の尋問のしやすさ，証人自身の証言のしやすさｱｰといった事情を勘案して←それぞ

れの事案に応じて決めていくことになろうかと思われます｡弁護人のお立場から機

器の活用方法について何らかの要望がおありの場合には，事前の検討と奈生準備作

業などが必要となることも少なからず想定されますので，早め早めに裁判体に相談

するようにしていただければと思いますので－よろしくお願いいたします。 〃

以上です｡

【司会（中野明安氏)】 永渕様，ありがとうございました。提案会から今のご回答

について更にご質問等はございますか｡

【高木登氏（静岡県弁護士会副会長)】 大丈夫です。ありがとうございました。

【司会（中野明安氏)】 ほかの皆様から何かご質問ご意見等ございますか。

よろしゅうございますか。それでは議題5についてはこれにて終了とさせていただ

きます。

１
１
１

議題6海外に居住する当事者や証人のオンラインでの訴訟等への参加，特に証拠

調べの実施を検討すべきではないか。

（関弁連外国人の人権救済委員会提案）

【司会（中野明安氏)】 続いて議題6に入ります。議題6は，海外に居住する当事

者や証人のオンラインでの訴訟等への参加に関する議題です。提案委員会である関

弁連外国人の人権救済委員会の出井委員長から，補足説明があればお願いいたしま

す。

【出井博文氏（関弁連外国人の人権救済委員会委員長・長野県弁護士会)】 委員長

の出井です。

我々は既にウェブ会議， 「恥alns」を使った裁判あるいは労働審判を経験して徐々

に経験を積み重ねて慣れていっている途中ですが,近時の人材の流動化を含めまし

て,人‘物・金・サービスも国境を越えた移動にやはり司法も対応していくべきで

はないかという観点から， この質問をさせていただいております。特に裁判資料の

入手に関して「北anlS」がやはり有用であることは言をまたないところですが， こ

れが利用できればというところがあります。これは当事者の裁判を受ける権利にも

資する。海外にいる日本人も含めて海外在住者の司法アクセスという観点からご質

問させていただいております。これはひいては日本の司法のプレゼンスの向上とい

う観点からも非常に重要な論点となるべきものです。

以上の提案理由でよろしくお願いします。

【司会（中野明安氏)】 出井委員長，ありがとうございます。

ヤ
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この議題について，東京地方裁判所民事部所長代行・江原様からご回答いただけ

ると伺っております。江原様， よろしくお願いいたします。

【江原健志氏（東京地方裁判所民事部所長代行)】 ありがとうございます。民事裁

判手続のIT化につきましては，現行法の下におけるウェブ会議を利用した争点整

理手続（いわゆる「フェーズ1｣）が昨年2月から開始されておりまして，ただいま

の出井委員長のお話にもありましたとおり，当庁の本庁民事部におきましても，訴

訟代理人の皆様方のご理解とご協力を得ましてJI直調にその利用件数も増加してい

る状況にございます。この場をお借りしまして一改めて御礼を申し上げます｡あり

がとうございます。

ご指摘の法制審議会民事訴訟法(IT化関係）部会におきましては， 「近年におけ

る情報通信技術の進展等の社会経済情勢の変化への対応を図るとともに，時代に即

して』_民事訴訟制度をより一層二適正かつ迅速なものとしj国民に利用しやすくす
る」 という観点から，民事訴訟手続の全面的なIT化（いわゆる「フェーズ2」 「フ

ェーズ3｣）に向けた調査･審議が行われておりまして，その検討項目の1つとして，

ウェブ会議等による証人尋問を行うことができる場面を拡大するため2－民訴法の関

連規定の規律を見直すことが取り上げられているものと承知しております。

お尋ねの一海外に居住する当事者あるいは証人の証拠調べを行うことにつきまし

ては，法務省に設置された検討会の取りまとめ，具体的には「IT化に伴う国際送

達及び国際証拠調べ検討会に関する取りまとめ」ですが， こちらでは2－各国の動向，

域外的な証拠収集に関する多国間条約等に触れつつ，証人等に対する呼出状の送達

及び証人等の宣誓と国家管轄権との関係声並びに証人等に対する尋問の実施と国家

管轄権との関係，更にはウエブ会議を通じて訴訟指揮や釈明櫓一親明等を行うこと

が外国における国家管轄権の行使にあたるかにつきましても検討がされ2－様々な意

見が出されているところであり，民事訴訟法(IT化関係）部会では， この取りま

とめを踏まえた議論が行われたものと承知をしております。

いずれにいたしましても，上記のような議論の状況に鑑みますと，我が国と外国

との間の取決め，あるいは立法上の措置といったものもなく』_裁判所の実務的な運

用として2－外国に所在する証人等についてウェブ会議を利用した証人尋問等を行う

ことにつきましては，慎重に検討しエいく-することが相当ではないかと考えている

ところです。

以上でございます。

【司会（中野明安氏)】 江原様，ありがとうございます。なかなか難しい問題かと

思いますが，提案委員会から今のご回答について更にご質問はございますか。

【出井博文氏（関弁連外国人の人権救済委員会委員長・長野県弁護士会)】 再質問

というかお願いですが，執行はともかく判決を得るという手続に関する問題ですの

《
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で，その点は慎重というか柔軟にご検討いただければと思います。以上です。

【司会（中野明安氏)】今のご発言は，ご質問ではなく要望ということでよろしゅ

うございますね。ありがとうございます。そのほかの皆様から何かご質問，ご意見

等はございますか。

よろしゅうございますか。それでは，議題6につきましてはこれで終了とさせて

いただきます。

議題7昨年度の法曹連絡協議会において，民事裁判のIT化に関する令和3年度

予算の概算要求額について質問したところ，総額で「約2億4000万円」

との回答であった｡概算要求の約2Ig4000，万円に対して，国会で承認さ

れた実際の予算の金額はいくらだったのか， ご教示いただきたい。

東京高等裁判所管内の地方裁判所の本庁では，既にWeb会議等のITy

ールを活用した争点整理の運用が開始されているが,今後，地方裁判所の支

． 部や簡易裁判所においてもWeb会議等のITツールを活用した裁判手続が

期待されており，そのためには予算も必要になると思われる。令和4年度予

算の概算要求として，最高裁判所は総額いくら要求しているか， ご教示いた

だきたい。

また，令和4年度の概算要求に関し，東京高等裁判所として，最高裁判所

に対し，東京高等裁判所管内の裁判所における民事裁判のIT化に関する予

算の金額や項目等について何らかの要求を行ったのか否か， ご教示いただき

たい。

これに関連して，何か要求を行った場合には具体的にどのような要求をし

たのか，反対に，何も要求していない場合には要求していない理由について，

ご教示いただきたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提案）

【司会（中野明安氏)】 続いて議題7に入ります。議題7は，民事裁判のIT化の

予算に関する議題です。提案委員会である関弁連地域司法充実推進委員会の原副委

員長から，補足説明があればお願いいたします。

【原崇人氏（関弁連地域司法充実推進委員会副委員長・千葉県弁護士会)】 関弁
連地域司法充実推進委員会の原です。本年度も当委員会から多くの議題を， しかも

繰り返し出題させていただきまして誠に恐縮です。今年もよろしくお願いいたしま

す。

この議題につきましてはウ地域司法の問題は最終的にはやはり司法予算の問題だ

と考えておりまして,今回IT化について司法予算はどのようにされているかとい
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うことでご出題させていただきました。よろしくお願いいたします。

【司会（中野明安氏)】 議題7から議題11まで，東京高等裁判所事務局長・石井

様からご回答いただけると伺っております。石井様，まず議題7についてご回答を

よろしくお願いいたします。

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】 議題7についてですが，まず国会で承

認された民事裁判のIT化に関する令和3年度の予算額は2億2, 900万円であ

りました。令和4年度については，最高裁判所は民事裁判のIT化のためのウェブ

会議に関係する経費として，概算要求に約1億4, 600万円を計上しております。

この概算要求に関し東京高裁として最高裁に対し，東京高裁管内の裁判所における

民事裁判のIT化に関する予算の金額や項目等について要求を行っていることはご

ざいません。これはフェーズ1における各庁の施存試行・運用の経過などは最高裁

に情報提供されているところでありまして，最高裁においてそのような情報を踏ま

えて全国的な見地から必要となる経費が適切に予算要求されるものと認識している

わ#主迄塗です。

以上でございます。

【司会（中野明安氏)】 ありがとうございます。提案委員会から今のご回答につい

て更にご質問等ございますか。

【原崇人氏（関弁連地域司法充実推進委員会副委員長・千葉県弁護士会)】 1点

だけ再質問させてください。

来年度は支部でも拡充することになっておりますが，来年度予算が減額された理

由は何かありましたら教えてください。

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】 詳細については必ずしも把握はしてい

ないところですが，そうした令和4年度に実施しようと考えている事柄について必

要な経費は計上されたものと認識しているところでございます。

【原崇人氏（関弁連地域司法充実推進委員会副委員長・千葉県弁護士会)】 あり

がとうございました。

【司会（中野明安氏)】 ほかの皆様から何かご質問ご意見はございますか。

よろしいでしょうか。それでは議題7については終了させていただきます。

１
１
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議題s裁判等のIT化に伴って，各地の支部・簡裁・家裁出張所の統廃合がなさ

れないようにしていただきたい。また，各地に所在する簡易裁判所に，訴訟

当事者本人等へのサポートセンターの役割を担わせる方策を具体的に検討さ

れたい6

（関弁連弁護士偏在問題対策委員会提案）
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【司会（中野明安氏)】 続いて議題8は》裁判等のIT化に伴う支部等の統廃合及

び簡易裁判所の役割に関する議題でございます。提案委員会である関弁連弁護士偏

在問題対策委員会の大井委員から補足説明があればお願いいたします。

【大井基弘氏（関弁連弁護士偏在問題対策委員会委員・長野県弁護士会)】 特にあ

りません。

【司会（中野明安氏)】 それでは,東京高等裁判所事務局長｡石井様,議題8につ
いてご回答をよろしくお願いいたします。

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】 議題8についてですが，まず支部につ

きましては「地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則」により，簡裁につきまして

は「下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律」により，出張所につきましては

「家庭裁判所出張所設置規則」によりそれぞれ定められているところでございまして，

いずれも高裁としてお答えする立場にないことはご理解いただきたいと思います。

また, IT化に伴いまして必要となる本人等へのサポートにつきましては，裁判

所といたしましても必要な環境整備を検討することになろうかと思いますが，裁判

所の中立・公平性に鑑みますと， 日弁連におかれて表明されているような専門職団

体等の適切な担い手によるサポート体制の構築が不可欠ではないかと考えていると

ころでございます。

以上でございます。

【司会（中野明安氏)】 石井様，ありがとう.ございます。提案委員会から，今のご

回答について更にご質問等ありますでしょうか。

【大井基弘氏（関弁連弁護士偏在問題対策委員会委員・長野県弁護士会)】 質問と

いうか意見になろうかと思いますが， 日杢弁護圭連食全も表明をしておりますけれ

ども基本的には国の制度の改変ということですので，国が本人サポートをすべき責

務を負っているのではないかと考えております。

その上で当委員会では，弁護士の少ない地域に直接赴いて支部等調査を行ってい

ますが,独立簡裁地域等では弁護士事務所がないところや少ない聖ころもありまし

て，そういった住民の皆さんが独簡の窓口に赴いて法的な手続の相談をしているこ

とはよく伺っているところではあります。また，独立簡裁は庁舎がかつては支部の

庁舎であったところなどもありまして，施設自体は立派なのにやや持て余している

感じのあるところもありますし，今検討されているIT化の制度設計としても，基

本的にはご本人も裁判所に赴いて端末を使って閲覧等をするという制度設計がなさ

れております。地域に満遍なく存在する簡裁を，率直に言ってやや先細り感のある

簡裁を，活力をつける1つの方策としてウ より市民に身近な裁判所としても活躍で

きるような場として簡裁の有効活用を，ぜひ裁判所のほうでも積極的にご検討いた
だきたいと考えておりますので，意見として申し述べます。

’
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【司会（中野明安氏)】 ありがとうございます。それではご意見として伺わせてい

ただきます。ほかの皆様から議題8について何かご質問，ご意見等ございますか。

特にございませんか。それでは議題8については終了させていただきます。

議題g東京地方裁判所・東京家庭裁判所立川支部を独立した地方裁判所・家庭裁

判所本庁とすることについてのご見解を伺いたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提案）

【司会（中野明安氏)】 続いて議題9に入ります。議題gは，東京地方裁判所・東

京家庭裁判所立川支部の本庁化に関する議題です。提案委員会である関弁連地域司

法充実推進委員会の原副委員長から，補足説明があればお願いいたします。

【原崇人氏（関弁連地域司法充実推進委員会副委員長・千葉県弁護士会)】 特に

ありません。

【司会（中野明安氏)】 それでは石井様，議題9についてご回答をお願いいたしま

す。

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】 議題9でございます。地裁･家裁支部

の本庁化ですが， これは立法政策として政府・国会におヰキも竺て検討されるべき問
題です。そしてその検討にあたって必要な情報提供は，全国的な見地から最高裁の

責任において対応すべき性質の問題であるということでございまして，政府や国会

の検討の場での議論の具体的な内容については，高裁としてお答えする立場にはな

いところです。また，最高裁に対しましては，各種協議会や事務打合せの場などで

関衷弁護士会連金会のご意見についてお伝えしているところですが，最高裁の具体

的な見解についてお答えする立場にはないということも併せてご理解いただきたい

と思います。本日も関重弁護土会連全会からこのようなご意見があったということ

につきましては，最高裁に改めて伝えたいと考えているところでございます。

以上でございます。

【司会（中野明安氏)】 石井様，ありがとうございます。

提案委員会から今のご回答について更にご質問等ございますか｡

【原崇人氏（関弁連地域司法充実推進委員会副委員長・千葉県弁護士会)】 あり

ゞがとうございます。一応，地元からの強い要望がありまして毎年出題させていただ

いておりますbまた来年も出題することになるかと思いますが， どうぞよろしくお

願いいたします6

【司会（中野明安氏)】 私も法曹連絡協議会に7回出席していますが，毎回この議

論は出ております。皆様の非常に強いご要望というのは裁判所にも伝わっているの

ではないかと思います。ありがとうございました｡

’
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ほかの皆様からご質問，ご意見等はございますか。

ございませんか。それでは，議題9についてはこれまでとさせていただきます。

（千葉県京葉地域における地方裁判所及び家庭裁判所支部の新設）

議題10-1 市川簡易裁判所と千葉家庭裁判所市川出張所について，近年増改築

及び裁判官・調査官等の増員がなされているが，現在の裁判官・調査官・書

記官数（填補がある場合はその数も含めて)，今後の増改築及び増員の予定に

ついて御回答いただきたい。

また，千葉家庭裁判所市川出張所及び市川簡易裁判所において行われる裁

判手続(調停を含む｡）について，現在裁判所本庁において行われているIT

化の導入を考えているのか，考えているのであれば具体的にどのような形で

導入されることを考えているかについてご教示願いたい。

更に， 同管轄地域について，地方裁判所及び家庭裁判所支部の設置の検討

を行ったことがあるか，ある場合にはどのような検討を行ったのか， また，

ない場合には，そもそも検討を行わなかった理由について併せて御回答いた

だきたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提案）

･ (神奈川県における家庭裁判所出張所の新設)

議題1JO.-2神奈川県弁護士会は神奈川県内にある藤沢簡易裁判所，厚木簡易裁

判所，平塚簡易裁判所に横浜家庭裁判所出張所を併設し，横浜市北部と川崎

市北部にそれぞれ，横浜家庭裁判所出張所を新設することを提案している。

昨年度の東京高等裁判所事務局長の御回答において，かかる要望を最高裁

判所に伝えるとの見解が示されたが，いつ， どのような形式において，東京

高等裁判所より最高裁判所に要望が伝えられたか，また，この要望に対し，

最高裁判所はどのような対応をされたのか御教示いただきたい。

． 。また，東京高等裁判所は，藤沢簡易裁判所，厚木簡易裁判所，平塚簡易裁

判所における家事事件の需要についての調査を実施する意向はあるのか御教

示いただきたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提案）

【司会（中野明安氏)】 議題10に入ります。議題10-1と10-2とございま

す｡議題10-1は，千葉県京葉地区における地方裁判所及び家庭裁判所支部の新

設及びIT化の導入の有無に関する議題です。議題10-2は，神奈川県における

家庭裁判所出張所の新設に関する議題です。提案委員会である関弁連地域司法充実

推進委員会の原副委員長から，議題10-1及び10-2について補足説明があれ
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ばお願いします。

【原崇人氏（関弁連地域司法充実推進委員会副委員長・千葉県弁護士会)】 時間

の関係もありますので， ここは，特にありません， と言っておきます。

【司会（中野明安氏)】それでは，議題10-1及び10-2については，東京高

等裁判所事務局長の石井様から一括してご回答いただけると伺っております。石井

様，議題10-1, 10-2についてご回答をよろしくお願いいたします。

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】 議題10-1の市川簡裁，千葉家裁市

川出張所の人的体制遥蟄の関係ですが，まず裁判官の数は，市川簡裁は3名，千葉

家裁市川出張所は千葉家裁所属の2名の裁判官が常時執務を行っていることに加え“

て，本庁の裁判官が週2回填工△竺補して執務を行う体制態勢をとっております。そ
一

れから家裁調査官は，千葉家裁所属の6名の家裁調査官が常時執務を行う体制態勢

をとっています。更に書記官ですが，市川簡裁は27名，千葉家裁市川出張所は市

川簡裁の27名の書記官のうち17名が千葉家裁市川出張所の執務を行う体制遥蟄

をとっているということでございます。

増員の理由及び今後の増員の予定ですが，裁判官, ,家裁調査官ﾗｰ及I』i書記官の配
置につきましては，各庁の事件数の動向や事件処理状況などを踏まえて業務量に見

合った適正な人の配置がなされる必要があるということで， これまでの増員も事件

数の増加を含めこうした観点から行われているものです。東京高裁といたしまして

は，引き続き千葉地家裁とともに事件処理状況などにきめ細かく目配りしつつ』_最

高裁にも適切に情報提供するとともに，今後もこれまで同様，適劉正かつ迅速な事

件処理の実現に向け，必要に応じた執務体制遥蟄の整備に取り組んでまいりたいと

考えております。

建物についてですが，現時点においては市川の裁判所について増改築の予定はな

いと聞いております。 ，

続きましてIT化に関するお尋ねがございます。これは市川出張所の関連だった

と認識しておりますが,家裁につきましては本年12月8日以降，東京，大阪，名

古屋,福岡の本庁4存で順次，家事調停手続におけるウェブ会議の試行が開始され

ることになっております。ほかの庁への運用拡大は，その試行の状況を踏まえて検

討されることになると聞いています。また簡裁につきましては，令和4年2月上旬

ごろから順次開始される地方裁判所支部におけるウェブ会議の運用状況を踏まえな

がら検討されることになっておりますので，簡裁につきましても具体的にお示しで

きるものはないところです。

続きまして議題10-2も併せてということになりますが，本議題につきまして

は従前から出題いただいているということでありまして，提案理由にもあるとおり，

管内人口や成年後見事件などの事件数が全国的には増加傾向にあるという点につき

’
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ましては，東京高裁としても十分に認識しているところでございまして，今後もこ

れまで同様，適切正かつ迅速な事件処理の実現に向けて，必要に応じた執務体制態

蟄の整備に取り組んでまいりたいと考えております。

地家裁支部の設置や家裁出張所の設置につきましては，先ほども少し触れました

けれども最高裁規則によって定められるものでございましてヵそのようなものは最
高裁において検討されるべき問題ですので，検討の有無も含めて東京高裁としては

お答えする立場にはないことを改めてご理解いただきたいと思います。関東弁護士

会連合会並毛鼻に及び神奈川県弁護士会からこうした意見をいただいたことにつきま

しては，昨年度も本協議会の開催のころに最高裁に伝えているところですが，その

伝え方，形式につきましては，個別案件に関する内部の事務処理の問題ですのでお

答えは差し控えたいと思いますけれども，そのような形で最高裁には伝えていると

いうことでございます。なお，最高裁の対応につきましては，現時点で東京高裁に

おいて把握をしていることはございません。

更に議題10-2の関係で，藤沢，厚木，平塚の各簡裁における家事事件の需要

についての調査につきましては，昨年度も議題として取り上げられたと承知してお

ります。昨年度もお伝えいたしましたとおり，家庭内で紛争があるかどうか，ある、

とした場合にどのような解決方法を望むのかということはそれぞれでありまして，

家裁における解決には限られないということですので，裁判所がそうした調査を実

施するのは困難であると考えておりまして，現時点では調査の予定はないところで

ございます。

以上でございます。

【司会（中野明安氏)】 石井様，ありがとうございます。提案委員会から今のご回

答について更にご質問はございますか。

【原崇人氏(関弁連地域司法充実推進委員会副委員長・千葉県弁護士会)】 あり

がとうございます｡議題10-2のところで提案理由にもちょっと触れていますが，
先週の土曜日 （12月4日)，藤沢市内で支部サミットが「藤沢簡裁に家裁出張所設

置を」というテーマで行われました。こういうご時世ですが現地参加とウェブ参加

で行いまして，現地参加は200名近<, ウェブ参加も多数という状況でした。家

庭裁判所については今審判事件も調停事件も増加傾向にあると考えておりまして，

現に今回の支部サミットでもテーマに上がりましたが,横浜本庁の調停の実情がコ
ロナ禍ということもあってなかなか期日が入りづらい，藤沢にもし家裁出張所があ

れば横浜本庁の事件の負担軽減にもなるのではないか， という提案がなされたとこ

ろです。ぜひとも,その点も最高裁にお伝えいただければと思います。よろしくお

願いいたします。

【司会（中野明安氏)】 ご要望ということで，お受けいただけたということでよる
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しゆうございますね。ありがとうございます。

そのほかの皆様から本件について何かご質問，ご意見等ございますか。

よるしゆうございますか。それでは議題10については終了させていただきます。

(さいたま地方裁判所秩父支部等における裁判官の常駐）

議題1 1－1 東京高等裁判所管内の， さいたま地方裁判所・さいたま家庭裁判所

秩父支部,前橋地方裁判所・前橋家庭裁判所沼田支部，千葉地方裁判所・子

葉家庭裁判所館山支部，同佐原支部，水戸地方裁判所・水戸家庭裁判所麻生

支部には裁判官が常駐していない。

以上に対する東京高等裁判所の見解は,概ね，最高裁判所の決定事項であ

ること，裁判所も国の予算で運営される公的な機関であって，業務量に見合

った配置をする必要があること，各非常駐支部に対する裁判官の填補の頻度

は各地方・家庭裁判所において適宜決定しており，最高裁判所にも適切に情

報提供して取り組んでまいりたいという回答をいただいたが，それ以上の具

体的な見解については，回答をいただいていない。

そこで， さらに以下のとおり質問する。

（1）裁判所は，支部等の裁判官の配置について， どのような見解をとってい

るのか，その見解を実現させるために，いつまでにどのようなことを行う

と考えているのかを伺いたい。

(2)最高裁判所が決定するにあたっては各地方・家庭裁判所からの事件処理

状況等の情報提供が必要不可欠であるが，各地方・家庭裁判所からは，最

高裁判所に対し,いつ, ．どのような情報を提供しているのか， （各地方・家

庭裁判所ごとに）回答を伺いたい。

また，各地方・家庭裁判所は，情報提供とともに見解を述べているのか

（各地方・家庭裁判所ごとに）を伺いたい。

見解を述べている場合は， （各地方・家庭裁判所ごとに）内容とその理由

を伺いたい。

見解を述べていない場合は， （各地方・家庭裁判所ごとに）その理由を伺

いたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提案）

1－2長野家庭裁判所佐久支部に，常駐の家庭裁判所調査官を配置して頂

きたい。

（長野県弁護士会提案）

議題1

【司会（中野明安氏)】 続いて議題11に入ります。議題11－1は， さいたま地
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方裁判所秩父支部等における裁判官の配置に関する議題です。提案委員会である関

弁連地域司法充実推進委員会の原副委員長から， この件に関して補足説明があれば

お願いします。

【原崇人氏（関弁連地域司法充実推進委員会副委員長・千葉県弁護士会)】 ，特に

ありません。

【司会（中野明安氏)】 それでは石井様，議題11－1についてご回答をお願いい

たします。

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】 議題11－1ですが，裁判所法31条

2項には， 「最高裁判所は（中略）支部に勤務する裁判官を定める｣と規定されてお

りまして， どの支部にどれだけの裁判官を配置するかは各庁の事件数の動向や事件

処理状況などを踏まえて全国的な見地から最高裁判所において決定しているもので
す。東京高裁といたしましてば各庁の事件数の動向や事件処理状況等に目配りを

し，適時に最高裁に情報提供するよう努めているところですが，最高裁や地家裁の

それぞれの見解あるいは検討状況についてはお答えすべき立場にないことはご理解

いただきたいと思います。

なお，事件状況などを踏まえまして静岡地家裁掛川支部においては，平成SO年

度から常駐の裁判官1名が執務を行う体制態勢に変更になったことはご指摘のとお

りですが，その後の変更はないところです。今後もこれまで同様，各地家裁ととも

､に各支部の事件処理状況等にきめ細かく目配りをしつつ，最高裁にも引き続き適切

に情報提供してまいりたいと考えているところでございます。

以上でございます。

､【司会（中野明安氏)】 ありがとうございます。

提案委員会から，今のご回答について更にご質問はございますか。

【原崇人氏（関弁連地域司法充実推進委員会副委員長j千葉県弁護士会)】 これ

も質問ではなく要望になりますが， もちろん事件数とかいうこともすごく大事な要

素だとは思っておりますが，やはり自分の街に裁判所があってそこに裁判官がいる

ことが地元の方々がどう感じるかという観点，その人にとっては一生に一度の事件

が地元の裁判所で解決を図ってもらえるかどうかということ， もちろん費用，予算

という問題もすごく重要な問題ではありますが，そういった観点もぜひご指摘させ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

【司会（中野明安氏)】 ご要望ということでお伝えさせていただければと思います。

そのほか，本件について皆様からのご質問，ご意見はよろしゅうございますか。

続いて，議題11－2は長野家庭裁判所佐久支部における調査官の配置に関する

議題です。

提案会である長野県弁護士会の浅野副会長から補足説明があればお願いいたしま

’
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す。

【浅野元宏氏（長野県弁護士会副会長)】 長野県弁護士会の副会長の浅野です。

本年度，佐久庁舎が改修されまして， これまでも本協議会でも提案させていただ

いて試行面会室がようやく設置されることになりました。この間，ご配慮.ご調整

いただきました'ことを御礼申し上げます。やはり試行面会室が設置されたこともあ

りまして家裁調査官の関与する場面が多くなるだろうということ，児童虐待の関係

でも家裁調査官が関与する場面が増えるだろうということ，地元の調停委員も佐久

支部内に調査官が常駐していたら助かるという声もありますので，ぜひとも家裁調

査官を配置していただきたいと思います。

以上です｡

【司会（中野明安氏)】 それでは，石井事務局長様，ご回答をお願いいたします。

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】 議題11－2ですが，家裁調査官の配

置につきましては，業務量に見合った適正な人員配置のあ産り方を全国的な視点で

考える必要があるということで，家裁調査官が関与する事件の事件数が少ない裁判

所におきましては，近隣の庁に配置されている家裁調査官が填てん補をして事件を

担当するという体謂瞳霊登をとっております。長野家裁佐久支部におきましては少年

事件を取り扱っておらず，また上田支部からの交通の便がよいということで，家事

事件で調査が必要な事件については，上田支部の家裁調査官が壌工△竺補をして事件

を担当しております。佐久支部における調停期日は週2回（火曜・金曜） としてい

’

’

るところ，新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえて，最低でも1人の上田

支部の家裁調査官が週1回は必ず填工△補をして事件を担当する体制態勢をとって

おりますdほかの1回につきましても可能な限り填てん補していますが，填工△鋪

できない場合は通信機器を使うなどして調停運営，調査命令等の相談を受け，必要

な事件については適切な時期に調査を受命するなど，家裁調査官の関与ができる体

制鍾蟄を整えております。また，事件処理の必要に応じて週2回を超えて填てん補

をすることもございます｡調査官関与の要否につきましては#個別の事件の内容を
踏まえて裁判官が適切に判断しているところでありまして，必要な調査を適切に行

えるよう柔軟に対応しているところです。

なお，長野県内に配置されている家裁調査官の数ですが，長野家裁本庁6人，上

田支部5人，松本支部5人，諏訪支部1人，飯田支部2人，伊那支部2人となって

おります。東京高裁といたしましてば,.引き続き長野家裁とともに事件処理状況な

どにきめ細かく目配りをしつつ，必要な体制謹蟄や運用を整えるとともに最高裁に

も適切に情報提供してまいりたいと考えております。

以上でございます。

【司会（中野明安氏)】 石井事務局長様，ありがとうございます。

’

’
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提案委員会から今のご回答について更にご質問等ございますか。

【浅野元宏氏（長野県弁護士会副会長)】 要望ですが，佐久市内では小学校が新し

く新設されるなどして児童数が劇的に増えていますので，ぜひとも引き続き最高裁

のほうにお願いしていただきたいと思います。よろしくお願いします。

【司会（中野明安氏)】 ではご要望として伺います。ほかに皆様からご質問はあり

ますか，大井さんお願いします。

【大井基弘氏（関弁連弁護士偏在問題対策委員会委員・長野県弁護士会)】 私も佐

久支部ですので。大井と申します。よろしくお願いします。

試行面会室を設置していただいたこと，本当にありがとうございました。今後，

試行面会の数も増えていくと思いますが，先ほど挙げられた要素の中で調査官が関

わる事件数はかなり多いと思います。少年事件よりも今は家事事件のほうが調査官

の活躍する中心場面は増えてきていると思いますので，そのあたりは見ていただき

たい。また交通の便は決してよくないので，そのあたりもできれば認識を改めてい

ただきたいと思っております。

そしてやはり填補だと， これは調停委員の方も児童相談所の方も弁護士も言って

いますけれども， どの方が調査官かもわからず日常的に相談することがな．かなかで

きないところがあります。填補だと十分にケアし切れないところがあると各所から

伺っていますので，ぜひ常駐の調査官をお願いしたいと思います。

以上，要望です。

【司会（中野明安氏)】 ありがとうございます。ほかにございますか｡

よるしゆうございますか。それでは議題11についてはこれにて終了させていた

だきます。

(家庭裁判所出張所における出張事件処理について)

議題13-1 新潟家庭裁判所村上出張所・同南魚沼出張所・同柏崎出張所・同糸

魚川出張所の各出張所，前橋家庭裁判所中之条出張所，長野家庭裁判所木曽

福島出張所，同大町出張所，同飯山出張所において令和2年度及び令和S年

・ 度（集計されているところまで）の各出張事件処理が行われた件数について，

（各出張所ごとに）伺いたい。

また， 出張所間において，出張事件処理数に差があるようであるが，その

理由について御教示いただきたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提案）

議題13-2新潟家庭裁判所の出張所(村上，南魚沼，柏崎糸魚川）の機能充

実に向けての具体的な方策を伺いたい。

（新潟県弁護士会提案）
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【司会（中野明安氏)】 議題13に入ります。議題13-1は，新潟家庭裁判所村

上出張所等における出張事件処理に関する議題です｡提案委員会である関弁連地域

司法充実推進委員会の原副委員長から補足説明があればお願いします。

【原崇人氏(関弁連地域司法充実推進委員会副委員長・千葉県弁護士会)】 議題

13－1と，新潟県弁護士会から出されている議題13－2もほぼ同じテーマです

ので， ご一緒にご回答いただければと思います｡､基本的にこちらからは補足説明は

ありませんので， もし新潟会のほうでありましたら新潟会からいただければと思い

ます。

【司会（中野明安氏)】 新潟県弁護士会から何か補足説明はございますか。

【若槻良宏氏（関弁連常務理事・新潟県弁護士会会長)】 新潟県弁護士会の若槻で

すが，補足説明はございません。

【司会（中野明安氏)】 それでは今ご提案がありましたが，議題13については1

と2を合わせてのご回答でよろしゅうございますか。よろしくお願いいたします。

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】 議題13につきまして回答いたします。

まず，各出張所において出張事件処理が行われた件数につきましては，本日お配

りをさせていただきました「【資料1】」 と右上に書いてある1枚物のとおりでござ

います。なお， 1点訂正がありまして，昨年も同様の資料をお配りしておりますが，

昨年お配りした令和2年度の飯山出張所の件数は「1」 と書かれていたと承知して

おりますがこれは誤りでございまして，今年の書面に書いてありますとおり令和2

年度の飯山出張所の件数は「o」件でございます。大変失礼いたしました。

出張審判や出張調停を行うか否かは裁判官または調停委員会の判断によるもので

ございまして，その判断基準はお答えできるものではございませんが，一般的には

事案の性質や当事者の意向などを考慮して決めていると思われます。そして高裁と

いたしましても，事案の性質や当事者の意向等を踏まえ適切に判断されていると認

識しているところです。また,各出張所におきましては，手続案内を行う中で来庁

者の意向等に応じて出張事件処理などについてご案内さしあげていると聞いており

ます。なお， ウェブ会議を利用した家事調停のご指摘がございますが， こちらにつ

きましては先ほど議題10-1でご説明したとおりです。

以上でございます。

【司会（中野明安氏)】 ありがとうございます｡今のご回答について，新潟県弁護

士会及び委員会から何かございますか。

【原崇人氏（関弁連地域司法充実推進委員会副委員長・千葉県弁護士会)】 では

関弁連の地域司法の原です。長野県の例えば大町は2桁あるのに，新潟はゼロと。

裁判官や調停委員会の意向というか，当事者から聞いた意向ということですが，何

I
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か情報としてこういった事情があってということで聞き及んでいることがもしあれ

ば教えていただきたいと思います。

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】 ちま‐弓-とご説明できるような情報は持

ち合わせていないところでございます｡

【司会（中野明安氏)】 ありがとうございます。お願いします。

【若槻良宏氏（関弁連常務理事・新潟県弁護士会会長)】 新潟県弁護士会の若槻で

ございます。今ほどの資料1を拝見しますと，出張所間における出張事件の処理件

数の差異について，例えば村上出張所，柏崎出張所，南魚沼出張所について, これ

らの管内人口は大町出張所の管内人口を上回っているにもかかわらず， ､その出張事

件の処理件数に著しい差異が生じていると思われます。先ほどの裁判所からのご回

答によりますと，出張の審判や出張調停を行うか否かについては裁判官または調停

委員会の判断による， と。その判断の基準について一般論としては事案の性質や当

事者の意向等を考慮されているということでしたが，その事案の性質や当事者の意

向によってこれだけの差異が生じるとは考えられないのですが，裁判所においてそ

の理由を調査されるご意向やご予定はございますか。

【司会.(中野明安氏)】 いかがでしょうか。

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】 ご意見として承りたいと思いますが，

高裁として把握しているところといたしましては，やはり事案の性質あるいは当事

者のご意向ということですので， これ以上に，調査するといって,もなかなか難しい

ところがあろうかとは思っているところでございます。

【司会（中野明安氏)】 どうぞ。

【若槻良宏氏（関弁連常務理事・新潟県弁護士会会長)】 時間がない中， 申し訳ご

ざいません｡例えば各家庭裁判所の出張所における人員体制とかいうことは裁判所

内部でも調査することは可能ではないかと思われますので，可能な限りその理由に

ついて調査をしていただきたいと考えております。これは要望でございます。以上

です。

【司会（中野明安氏)】 ご要望として伺わせていただきます。ほかの皆様はいかが

ですか。よろしいですか。

それでは議題13については終了させていただきますがよろしいですか． ‐ 。

’

議題14長野家庭裁判所佐久支部において，少年審判を取り扱うことを最高裁判

所に要望していただきたい。

（長野県弁護士会提案）

【司会（中野明安氏)】 続いて議題14に入ります。議題14は，長野家庭裁判所
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佐久支部における少年審判の取扱いに関する議題です。提案会である長野県弁護士

会の浅野副会長から補足説明があればお願いします。

【浅野元宏氏（長野県弁護士会副会長)】 浅野です。佐久管内の少年事件は上田支

部で行われていまして，上田と佐久の事件数がどうなのかというのは正確なところ

はわかりませんが，県警の情報によりますとおおよそ半数ぐらいだという情報もあ

りますので，そういった事件数からも佐久支部において少年審判を取り扱っていた

だきたいと思います。

以上です。

【司会（中野明安氏)】 今の内容は要望も入っているかもしれませんが，そのよう

なご質問ということでございます。これについてご回答を石井様，お願いいたしま

す。

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】 議題14ですが，支部において少年保

護事件を取り扱うかどうかは，地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規貝ﾘ3条に基づ

いて， 当該支部の管轄区域の事件動向などを勘案して家裁の裁判官会議において定

められるものです。また，全国的な状況を踏まえる必要もありますので，最高裁に

おいても検討がされるべき事柄ということになります。上田支部において本庁の新

受件数を上回る年があることと-か，佐久支部の管轄地域が広大であり地域によって

は上田支部に赴くのに相当の時間を要することは承知しているところですが，少年

事件そのものは年々減少傾向にあることなども踏まえますと，現時点で直ちに佐久

支部において少年事件を取り扱うことについては慎重な検討が必要だろうと考えら

れるところです。

これまでも長野家裁佐久支部において少年審判を取り扱ってほしいというご要望

が寄せられていることは承知しておりまして，裁判所といたしましても，適正・迅

遠な裁判の実現のため審理の充実を図ることは重要であると考えておりますので，

このような要望が出されていることにつきましては，最高裁に伝えるとともに引き

続き体制態勢面や運用面を含めて不断の検討と努力を続けてまいりたいと考えてお

ります。

以上でございます。

【司会（中野明安氏)】 石井様，ありがとうございます。

提案会から今の関係についてよろしゅうございますか。

【浅野元宏氏（長野県弁護士会副会長)】ぜひ引き続き最高裁のほうにお願いいた

します。

【司会（中野明安氏)】 ほかの皆様から本件についてご質問，ご意見等ございます

か。

よろしゅうございますか。ありがとうございます。

’ I

’
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(労働審判の実施支部の拡大について）

議題15－1 現在，東京高等裁判所管内においては,､地裁本庁以外に東京地裁立

川支部，静岡地裁浜松支部及び長野地裁松本支部での労働審判が実施されて

いる｡. ．

（1）東京高等裁判所管内の労働審判実施支部以外の支部において，労働審判

を取り扱うかについて，例年，各庁の運用状況を注視し，最高裁判所に必

要な情報を提供していきたいとの回答をいただいているところ，東京高等

裁判所が最高裁判所に提供している情報の内容について， ご回答いただき

たい。 、

（2）東京高等裁判所管内の各地裁本庁・支部における令和2年の労働審判の

新受件数をご教示願いたい。

（関弁連地域司法充実推進委員会提案）

議題15－2前橋地方裁判所太田支部で労働審判を実施していただくための要素

や具体的な手続きを， ある程度の具体性をもってご教示いただきたい。日弁

連と最高裁判所のいわゆる最高裁協議の結果によらずとも実施される可能性

があるのかもご教示いただきたい。

（群馬弁護士会提案）

議題15-3横浜地方裁判所相模原支部において，民事・刑事の合議事件を取り
l

扱うことに関する裁判所の見解，特に同支部において合議制を導入できない

具体的な障害がどこにあるのかを,静岡地方裁判所沼津支部との対比におい

て，管轄人口，新受件数，裁判官数本庁からの距離・時間などの具体的な

観点から，伺いたい。

また，今後，合議事件を取り扱うことへどのような対応をすればよいか御

教授いただきたい｡

なお，昨年まで横浜地方裁判所相模原支部において合議事件を取り扱うよ

う要望していたことを，最高裁判所及び横浜地方・家庭裁判所にお伝えして

いただいているとお聞きしているが,具体的にどのような対応がなされたの

かをお伺いしたい｡

（関弁連地域司法充実推進委員会提案）

議題15－4横浜地方裁判所相模原支部において，民事・刑事の合議事件及び労

働審判を取り扱うことに関する裁判所の見解，特に同支部において合議制を

導入できない具体的な障害がどこにあるのかを，民事第一審新受件数の動向

及び静岡地方裁判所沼津支部との対比という観点から伺いたい。

また，今後，同支部において合議事件及び労働審判を取り扱うために， ど
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のような対応をすればよいか御教示いただきたい。

なお“昨年まで同支部において合議事件を取り扱うよう要望していたこと

を，最高裁判所及び横浜地方・家庭裁判所にお伝えしていただいているとお

聞きしていますが，具体的にどのような対応がなされたのかをお伺いしたい。

（神奈川県弁護士会提案）

【司会（中野明安氏)】 それでは議題15に入ります。議題15につきましては，

地方裁判所支部における労働審判及び合議事件の取扱いに関する議題です。議題1

5－1，議題15－2は個別に，議題15－3及び議題15－4は一括してご回答

いただけると伺っております。まず議題15－1について，提案委員会である関弁

連地域司法充実推進委員会の原副委員長から何かございますか｡

【原崇人氏（関弁連地域司法充実推進委員会副委員長・千葉県弁護士会)】 ござ

いません。

【司会（中野明安氏)】 それでは，高等裁判所事務局長・石井様から，まず議題1

5－1についてご回答をお願いいたします。

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】 各地裁の支部において労働審判事件を

取り扱うかどうかにつきましては，当該支部で労働審判事件を取り扱うとした場合

に予想される事件数の見通し，地裁本庁への移動に要する時間等の利便性を基本と

しつつ各庁の労働審判事件の運用状況や事務処理体制態蟄，労働審判員の安定的な

確保などを含めた地域的事情を総合的に勘案して,最終的には各地裁において,地
方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則3条1項の規定に基づく裁判官会議の議決に

より定めるものです。またゴこれらの判断や体制遥蟄整備を行うには全国的な状況

を踏まえる必要もありますので,最高裁においても検討勘きされるべきものと認識
しております。

このように，地裁支部における労働審判事件の取扱いにつきましては，各庁にお

いて，以上に述べた考慮要素を勘案し検討がされているものと認識しているところ

です。また，最高裁への情報提供の詳細については,・内部の意思決定あるいは情報

交換に関するものですのでお答えは差し控えさせていただきますが,事件数の動向

や事件処理状況などの情報を提供しているところです。

労働審判の新受件数ですが， こちらも紙にしてお出しするべきものだったかもし

れませんが，恐縮ですが口頭で申し上げますと，令和2年の労働審判の新受件数I'れませんが，恐縮ですが口頭で申し上げますと，令和2年の労働審判の新受件数は

’

，

東京地裁本庁1， 136件，立川支部74件，横浜地裁257件， さいたま地裁1

57件，千葉地裁143件,水戸地裁50件,水戸地裁土浦支部1件， この土浦支

部は労働審判申立てがあって受理はされましたが水戸地裁に回付したというもので

す。それから宇都宮地裁52件，前橋地裁46件，静岡地裁34件，静岡地裁浜松
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支部26件, 甲府地裁22件，長野地裁17件，長野地裁松本支部16件，新潟地

裁22件となっております｡

以上でございます。

【司会（中野明安氏)】 ありがとうございます。続いて議題15－2について，提

案会である群馬弁護士会の平井副会長から補足説明があればお願いします。

【平井優一氏(群馬弁護士会副会長)】 群馬弁護士会副会長の平井と申します。

この議題につきましては,前橋地裁太田支部での労働審判実施に向けて具体的な

道筋が見えるようなご回答をお願いしたいと考えております。また，最高裁協議に

よらずとも実施される可能性があるとすれば， どのような段取りを経て実施に至る

のかも教えていただければ有り難いと考えております。よろしくお願いいたします。

【司会（中野明安氏)】では，議題15－2についてご回答をお願いいたします。

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】 議題15－2でございます。支部にお

いて労働審判事件を取り扱うかどうかにつきましては，考慮要素等について，先ほ

ど議題15－1でお答えしたとおり諸事情を総合的に勘案して最終的には各地裁に

おいて判断されるべきものですし，全国的な状況を踏まえる必要があるということ

で最高裁においても検討がされるべき事柄ということに変わりはございません。

支部で労働審判を実施するための要素や手続についてですが， これ以上具体的に

説明することは困難なところです。今後も，先ほどご説明したような事情を注視し

てまいりたいと考えているところでございます。

以上でございます。

【司会（中野明安氏)】 ありがとうございます。続いて議題15－3，議題15－

4です。議題15-3について，提案委員会である地域司法充実推進委員会の原副

委員長から補足説明があればお願いしたいと思いますが，いかがでしょうか。

【原崇人氏（関弁連地域司法充実推進委員会副委員長・千葉県弁護士会)】 神奈
川会へお譲りいたします。

【司会（中野明安氏)】 神奈川会から何かございますか。 ．

【齋藤守氏（神奈川県弁護士会副会長)】 神奈川県弁護士会副会長で相模原支部

の齋藤と申します。

今回特に4項です。昨年から今回にかけて具体的にどういうことが行われていた

のかを知りたいということで出題させていただきます。何とぞ具体的なお答えをよ

ろしくお願いします。

【司会（中野明安氏)】 今のご発言は，議題15-Sと議題15-4を合わせてで

よろしいですか。

【齋藤守氏（神奈ﾉ| |県弁護士会副会長)】 はい。

【司会（中野明安氏)】 それでは議題15－3と議題15－4についてご回答を，
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石井様，お願いいたします。

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】合議事件を支部で取り扱うかどうかに

つきましては，最高裁規則に基づきまして当該支部の事件の係属状況や最寄りの合

議事件取扱庁までの交通事情などを総合的に勘案して各地家裁が決定するものでご

ざいまして，また全国的な裁判所の適正配置の観点からも検討が必要になりますの

で，最高裁においても検討がされるべき事柄ということになります。

静岡地裁沼津支部との対比についてのご指摘がありますが， この点について申し

上げますと，支部で合議事件を取り扱うかどうかは，ご指摘のような，人口，事件

数，裁判官数，最寄りの合議取扱庁までの交通事情だけで決まるものではあ与塞巷

，ﾑﾌ零な_全，人的・物的体制塵蟄の整備状況や全国的な裁判所の適正配置の観点など

を総合的に考慮して判断されるものということになります｡横浜地裁においては,

以上のような総合的な考慮を行って相模原支部では合議事件を取り扱わないことと

しているものと承知しております。

また，支部において労働審判事件を取り扱うかどうかにつきましては先ほどもご

説明したところでございまして，最終的には各地裁において判断されるべきもので

して，全国的な状況を踏まえる必要があることから，最高裁においても検討がされ

'るべき事柄ということになります。東京高裁といたしましては， これまで同様，各

庁の運用状況を注視し，最高裁には必要な情報を提供していきたいと考えておりま

す。

ご質問の最高裁や地家裁の対応でずが，現時点で東京高裁において把握している

その後の対応というものはございません。今回ご要望いただきましたことにつきま

しては，最高裁，横浜地家裁には改めて伝えてまいりたいと考えております。裁判

所といたしましても，先ほど申し上げましたが適正・迅速な裁判の実現のために審

理の充実を図ることは重要であるという観点から，今後とも体制鍾蟄面，運用面を

含めて不断の検討と努力を続けてまいりたいと考えております。

以上でございます｡

【司会（中野明安氏)】 ありがとうございます。今のご回答につきまして，提案委

員会及び提案会から何か追加でご質問等はございますか。

【河合秀樹氏（神奈川県弁護士会地域司法計画委員会委員長)】 よろしいですか。

【司会（中野明安氏)】 どうぞ。

【河合秀樹氏（神奈川県弁護士会地域司法計画委員会委員長)】 神奈川会の地域司

法計画委員会の委員長の河合と申します。

先ほど労働審判の事件数が横浜地裁257件というお話がありました6これは例

えば支部で労働審判を行ったならばそこの支部に申し立てたであろうという数字が，

257件のうちどれだけあるのかを調査していただくことはできないものか， とい

’

’
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うことですがいかがで'しようか。

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】どのような形で調査ができるかという

ところは，今直ちにお答えできる材料を持ち合わせておりませんので，そのような

ご意見があったことにつきましては受け止めたいと思います。

【司会（中野明安氏)】 ありがとうございます。ではお持ち帰りいただけるという

ことで。

【齋藤守氏（神奈川県弁護士会副会長)】 すみません， もう1点。時間がないと

ころ申し訳ありません.

先ほど最高裁と地家裁に情報提供ということのお話でしたけれども，今年の10

月13日に相模原市長と座間市長，あと我々と一緒に横浜地裁に対して合議制労働

審判の申入れを行っていますが，その情報は把握しているかどうか｡及び今年の1

1月8日に相模原市，座間市の職員と我々で最高裁に同じく申入れに行っていると

いう事実を把握しているか，その2つについて教えてください。

【司会（中野明安氏)】 再質問ですが， よろしいですか。

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】 様々な情報については最高裁あるいは

地家裁との間で情報共有しているところでありまして，ご指摘の点についても情報

としては共有させていただいているところです。

【齋藤守氏（神奈川県弁護士会副会長)】 ありがとうございました。

【司会（中野明安氏)】 ほかはよろしゅうございますか。

それでは議題’5は終了させていただきます。あと10分ですが，残り2題でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

(民事・家事調停官（非常勤裁判官）制度の拡充について）

議題16民事・家事調停官（非常勤裁判官）制度について，東京高裁管内で実施

している庁は，東京，横浜， さいたま，千葉の各本庁のみと承知しているヌしている庁は，東京，横浜， さいたま，千葉の各本庁のみと承知しているが，

これを他の庁や支部に拡充する予定はないか。また，実施庁を含め, ､非常勤

裁判官の数を増やす考えはないか。

（関弁連地域司法充実推進委員会提案）

【司会（中野明安氏)】 議題16に入ります。議題16は，民事。家事調停官制度

の拡充に関する議題です｡提案委員会である地域司法充実推進委員会.原副委員長
から補足説明があればお願いします。

【原崇人氏（関弁連地域司法充実推進委員会副委員長・千葉県弁護士会)】とり

あえず今は大丈夫です。 ：

【司会（中野明安氏)】 それでは本件につきまして石井事務局長様，ご回答をよる
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しくお願いいたします。

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】 議題16でございます。民事調停官及

び家事調停官規則2条においては,ユ民事調停官及び家事調停官誤里勤務する裁判所

は最高裁判所が指定する｣， と規定されておりまして》どの庁にどれだけの調停官を

配置するかは，各庁の事件数の動向や事件処理状況等を踏まえて全国的な見地から

最高裁において決定しているところです。東京高裁といたしましては,.各庁の事件

数の動向や事件処理状況等に目配りをし，適時に最高裁に情報提供するように努め

ておりますが，最高裁の検討状況について回答すべき立場にないということはご理

解いただきたいと思います。今後もこれまで同様，各地家裁とともに各庁の事件処

理状況等にきめ細かく目配りをしつつ，最高裁に適切に情報提供してまいりたいと

考えております。

以上でございます。

【司会（中野明安氏)】 石井様，ありがとうございます。

【原崇人氏（関弁連地域司法充実推進委員会副委員長・千葉県弁護士会)】 1点

だけよろしいでしょうか。

【司会（中野明安氏)】 どうぞ。

【原崇人氏（関弁連地域司法充実推進委員会副委員長・千葉県弁護士会)】 関弁

連地域司法充実推進委員会の原です。

当委員会として多分初めて出させていただいたテーマでありまして，弁護士任官

の調停官の問題について当委員会でもまた改めて議題を出させていただく機会があ

るかと思いますが，裁判官の人的補充の問題とかいったことからも，ぜひとも東京

3地家裁以外の裁判所に広げていただくという方向をお考えいただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

【司会（中野明安氏)】 それではご要望としてお伺いいただいた．ものと存じます。

それでは議題16は終わります。

’

議題1フー1 2階建て庁舎については，建替え時にしかエレベーターを設置しな

いという方針を見直していただきたい。

（関弁連弁護士偏在問題対策委員会提案）

議題1フー2八王子簡易裁判所，町田簡易裁判所，鰍沢簡易裁判所，村上簡易裁

判所，十日町簡易裁判所の建物に車いす対応エレベーターが設置されている

理由及び経緯を具体的にご説明願いたい。

（群馬弁護士会提案）

【司会（中野明安氏)】 最後の議題となりました。議題17でございます。議題1
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7は， 2階建て庁舎へのエレベーター設置に関する議題です。提案委員会である関

弁連弁護士偏在問題対策委員会の大井委員から，補足説明があればお願いいたしま

す。

【大井基弘氏． (関弁連弁護士偏在問題対策委員会委員・長野県弁護士会)】 ありま

せん。

【司会（中野明安氏)】 それでは本件につきまして，東京高等裁判所事務局長・石

井様，議題17－1，議題17－2，合わせてよろしいでしょうか。ご説明をお願

いいたします。

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】 まず議題17－1ですが，東京高裁に

おきましては，バリアフリーの見地から，エレベーターが設置されていない庁舎に

おいては障害者等の方が円滑に施設を利用できるよう，できる限り1階で事件処理

が可能となるような,室の配置になるような改修工事等を行っているところです。

配慮を要する来庁者に対しましては， 2階に上がっていただくことなく1階の事件

関係室を充実させることで対応できると考えているところです。エレベーターが設

置されていない既存の2階建て庁舎におきま．してエレベータ－の設置を求める要望

があることは，最高裁に伝えたいと考えています。

また,‘議題17－2の各裁判所において車椅子対応エレベーターが設置されてい

る理由や経緯につきましては,具体的なところは承知をしておりませんが，いずれ

の庁舎につきましても新営の際に設置されたものでございます。

以上でございます。

【司会（中野明安氏)】 ありがとうございます。議題:17－2について，群馬弁護

士会の平井副会長からご発言等があればお願いします。

【平井優一氏（群馬弁護士会副会長)】 ご回答ありがとうございました。

最後，言葉がよく聞き取れなかったところがあったのでもう一度教えていただき

たいんですが， これらの裁判所でエレベーターが設置された理由について，ちょっ

ともう一度お願いできますでし.ようか。

【石井伸興氏（東京高等裁判所事務局長)】 ご質問の具体的な理由や経緯について

は承知はしていないところですが，いずれの庁舎も新営の際に設置されたというこ

とは承知しているところです。 。

【平井優一氏（群馬弁護士会副会長)】 ありがとうございました。

【司会（中野明安氏)】 ありがとうございます。ほかにご質問，ご意見等ございま

すか。大井さん。

【大井基弘氏（関弁連弁護士偏在問題対策委員会委員・長野県弁護士会)】 よろし

いでしょうか。一般の利用者ももちろんですが，裁判所職員とか調停委員の職場環

境の問題でもあると思います。ノーマライゼーション社会の実現のための予算です

I
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ので，できるだけ謙抑的にならずに予算要求していっていただければと思います。

意見，要望としてお伝えいたします。

【司会（中野明安氏)】ありがとうございます。では要望としてお伺いをしていたI

だきたいと思います。

L〃

＄
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